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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自　平成17年
12月21日

至　平成18年
６月20日

自　平成18年
12月21日

至　平成19年
６月20日

自　平成19年
12月21日

至　平成20年
６月20日

自　平成17年
12月21日

至　平成18年
12月20日

自　平成18年
12月21日

至　平成19年
12月20日

売上高　　　　　　　　（百万円） 82,343 78,411 79,648 154,871 152,997

経常利益

又は経常損失（△）　　（百万円）
3,246 △22 779 5,228 △2,022

中間（当期）純利益

又は中間（当期）純損失（△）

　　　　　　　　　　　（百万円）

2,365 △1,742 △1,070 777 △3,144

純資産額　　　　　　　（百万円） 36,895 39,151 31,678 33,847 35,186

総資産額　　　　　　　（百万円） 84,404 83,769 70,737 77,038 72,371

１株当たり純資産額　　　　（円） 700.29 643.38 520.57 653.70 578.23

１株当たり中間（当期）純利益

又は１株当たり中間（当期）純損失

（△）　　　　　　　　　　（円）

45.04 △30.17 △17.60 14.87 △53.03

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益　　　　　　（円）
44.57 － － 14.83 －

自己資本比率（％） 43.7 46.7 44.8 43.9 48.6

営業活動による

キャッシュ・フロー　　（百万円）
4,572 △352 2,727 14 △4,792

投資活動による

キャッシュ・フロー　　（百万円）
△316 △4,452 △1,225 11,819 △5,165

財務活動による

キャッシュ・フロー　　（百万円）
△1,339 5,963 △1,621 △5,765 4,373

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高　（百万円）
9,436 13,694 6,919 12,592 6,924

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）　（人）

1,420

(2,870)

1,272

(2,587)

1,086

(2,134)

1,302

(2,643)

1,075

(1,935)

  （注）　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　第38期中、第38期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するもの

　の、１株当たり中間（当期）純損失であるため、第39期中は、１株当たり中間純損失であり、また、希薄

　化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　３　平成19年２月20日を払込期日とする第三者割当増資により、同日付で発行済株式総数が9,110,000株増加　　　

　しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自　平成17年
12月21日

至　平成18年
６月20日

自　平成18年
12月21日

至　平成19年
６月20日

自　平成19年
12月21日

至　平成20年
６月20日

自　平成17年
12月21日

至　平成18年
12月20日

自　平成18年
12月21日

至　平成19年
12月20日

売上高　　　　　　　　（百万円） 80,642 76,879 2,334 151,368 79,564

経常利益

又は経常損失（△）　　（百万円）
2,485 1,352 △76 4,353 1,674

中間（当期）純利益

又は中間（当期）純損失（△）　　

　　　　　　　　　　　（百万円）

1,733 △447 △145 346 △75

資本金　　　　　　　　（百万円） 7,665 11,218 11,218 7,665 11,218

発行済株式総数　　　　　（千株） 54,306 63,416 63,416 54,306 63,416

純資産額　　　　　　　（百万円） 34,282 38,027 35,696 31,423 36,603

総資産額　　　　　　　（百万円） 80,926 81,227 40,514 73,267 43,240

１株当たり純資産額　　　　（円） 651.29 625.21 586.90 607.71 601.80

１株当たり中間（当期）純利益

又は１株当たり中間（当期）純損失

（△）　　　　　　　　　　（円）

33.00 △7.74 △2.40 6.63 △1.27

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益　　　　　　（円）
32.65 － － 6.61 －

１株当たり配当額　　　　　（円） 13.00 10.00 11.50 23.00 23.00

自己資本比率（％） 42.4 46.8 88.1 42.9 84.7

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）　（人）

1,293

(2,450)

1,161

(2,486)

29

(2)

1,245

(2,574)

24

(1)

  （注）　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　第38期中、第38期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するもの

　の、１株当たり中間（当期）純損失であるため、第39期中は、１株当たり中間純損失であり、また、希薄

　化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　３　第38期及び第39期中の経営指標等の大幅な変動は、平成19年６月21日の会社分割により、純粋持株会社へ

　移行したことに伴うものであります。

　　　　　４　平成19年２月20日を払込期日とする第三者割当増資により、同日付で発行済株式総数が9,110,000株増加　　　

　しております。
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２【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成19年６月21日より純粋持株会社体制への移行を行っており、当

社、当社子会社19社及び関連会社５社で構成され、通販事業、金融事業及び現販事業を行っております。

　当中間連結会計期間における、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

 　 　なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５　経理の

状況　１中間連結財務諸表等　(1) 中間連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。　　　

通販事業

 　 　当中間連結会計期間において、従来、通販事業に含めておりましたニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社を金

融事業として区分変更いたしました。

　

金融事業

　当中間連結会計期間において、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社を金融事業として区分変更するととも

に、ｎインシュアランスサービス株式会社を連結子会社へ加えました。

　　現販事業

　　　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動は次のとおりであります。

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

ｎインシュアランスサービス

株式会社

京都市

 下京区 
100 金融事業 100.0 役員の兼任２名

(注）前連結会計年度において非連結子会社であったｎインシュアランスサービス株式会社（旧　ニッセンファミック

　　 ス生保・設立準備会社）については重要性が増加したため、当中間連結会計期間より連結子会社に含めておりま

　　 す。 
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月20日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

通販事業 506(1,612)

金融事業 17(   25)

現販事業 490(  491)

全社（共通） 73(    6)

合計 1,086(2,134)

　（注）１　従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）はホーム社員（女性販売員）297人及び臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用

人員（１人当たり１日８時間換算）1,837人の合計数であります。

３　臨時従業員はパートタイマー、契約社員であります。

４　全社（共通）は、本社管理部門の従業員であります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月20日現在

従業員数（人） 29(    2)

　（注）１　従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員（１人当たり１日８時間換算）であり

ます。

３　臨時従業員は契約社員であります。

　

(3）労働組合の状況

　当社に労働組合はありませんが、連結子会社の一部に労働組合が結成されております。なお、労使関係は円満に推

移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

①当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間（平成19年12月21日～平成20年６月20日）における我が国経済は、原油及び原材料価格の高騰

やサブプライム住宅ローン問題に端を発する米国経済の失速を背景に景気減速の兆候が表れており、個人消費におい

ても雇用環境改善の動きが鈍る中での物価上昇に伴って弱含みで推移いたしました。一方アジアにおいては資源価格

の高騰が各国の成長に幾分の影を落としながらも中国などで引き続き高い成長率を維持するなど、総じて堅調に推移

いたしました。

　このような経営環境のもと、当社グループは、一人ひとりのお客様が思い描く理想のライフスタイルを提案する企業

グループを目指して、データベースマーケティングをコアとしたグループ経営の推進を基本戦略としながら、平成21

年度を最終年度とする中期経営計画「Nissen Vision 2009」（連結当期純利益目標52億円）の達成に向けて各種施策を

積極的に展開しております。

　通販事業においては、カタログブランドの浸透化や効率的なカタログ発行による顧客稼働数の増加、専門特化型イン

ターネットサイトの拡充、ローコスト・マネジメントの推進等により、売上高・営業利益ともに前年同期を上回りま

した。当中間連結会計期間より通販事業より分割し新セグメントとして開示しております金融事業は、当社の連結子

会社で保険商品の募集代理店を営むｎインシュアランスサービス株式会社の業績と、持分法適用関連会社であるニッ

セン・ジー・イー・クレジット株式会社（以下、「ＮＧＥＣ」）の持分法投資利益により構成されており、特にＮＧ

ＥＣにおける収益構造改革等により業績が改善し、持分法投資利益の増加が大きく利益貢献いたしました。一方、現販

事業においては、平成19年度に大幅な営業拠点統廃合及び人員規模適正化、並びに固定費削減の収益構造改革を実施

しましたが、その後も当初の想定以上に催事販売市場が縮小しており、それに起因した来場者数の減少及び顧客当た

りの購入単価の下落などによって、売上高並びに営業利益が前年同期を大きく下回りました。

　以上の結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高は79,648百万円（対前年中間期増減率1.6％増　1,236百万円

増加）、営業利益は1,956百万円（対前年中間期増減率4.0％増　75百万円増加）、経常利益は779百万円（前年同期経常

損失22百万円）となりました。また、今中間期において繰延税金資産の一部取崩しの発生等による法人税等調整額を

税金費用として1,742百万円計上することなどにより、中間純損失1,070百万円（前年同期中間純損失1,742百万円）と

なりました。また、通販事業では商品輸入の決済の為替変動リスク回避のため長期為替予約契約を行っており、この時

価評価額が為替予約等評価損として営業外費用で計上されております。これはあくまで評価損益でありキャッシュの

流出入につながるような損益ではないため、当社グループではこの評価損益を差し引いた経常利益（以下「実質経常

利益」）を実質的な収益力のバロメーターとしております。この実質経常利益は1,984百万円となりました。

（連結業績）

売上高  79,648百万円  （対前年中間期増減率 1.6％増）

営業利益  1,956百万円  （対前年中間期増減率 4.0％増）

経常利益  779百万円  （前年同期経常損失 22百万円）

中間純損失  1,070百万円  （前年同期中間純損失 1,742百万円）

（単独業績）

売上高  2,334百万円  （対前年中間期増減率 97.0％減）

営業損失  76百万円  （前年同期営業利益 1,969百万円）

経常損失  76百万円  （前年同期経常利益 1,352百万円）

中間純損失  145百万円  （前年同期中間純損失 447百万円）

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

　　（通販事業）

　主力の通販事業におきましては、ガソリンや食料品などの高騰を受けた消費者の生活防衛意識の高まりによって小

売全体（特に郊外型専門店・百貨店衣料品売場等）が苦戦している中、インターネット・モバイル通販の積極的な拡

大及びお買い得感を重視した商品ラインナップの充実に注力してきた結果、売上高については前年中間期実績を上回

りました。営業利益については、上記の売上好調要因のほか、商品の海外調達の増加や仕入先の集約化などによって商

品原価の低減が実現したこと、ローコスト・マネジメントの推進によりカタログ費やフルフィルメント費など各種コ

ストの上昇が抑えられました。また、中間期末の対米ドル為替レートが1ドル108円02銭と当初の予想の策定時よりも

円高に推移した結果、時価会計による為替予約等評価損が1,205百万円発生しましたが、実質的な収益力のバロメー

ターである実質経常利益は2,746百万円と大幅に改善しております。
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　以上の結果、売上高は69,281百万円（対前年中間期増減率3.6％増　2,405百万円増加）、営業利益は3,557百万円（対前

年中間期増減率16.4％減　695百万円減少）、経常利益は1,541百万円（対前年中間期増減率40.5％減　1,048百万円減

少）となりました。

    （金融事業）　

　金融事業におきましては、ｎインシュアランスサービス株式会社の中間期業績が社内計画を上回ったことや、ＮＧＥ

Ｃの業績が改善したことにより、売上高525百万円、営業利益232百万円、経常利益1,178百万円となりました。特にＮＧ

ＥＣにおいては通常債権の貸倒償却が増加したものの、キャッシング利息の法定利息内への変更による残高の減少が

想定以下にとどまったこと、及び債権回収の良化による引当金の減少並びに販売管理費の削減等により利益が確保で

きたため、946百万円の持分法投資利益を計上いたしました。

 　 （現販事業）

　現販事業におきましては、催事販売を中心とするイベント事業において、昨年来収益回復を目指した営業体制の縮小

強化を図るとともに、平成20年３月に経営体制を刷新してまいりました。その結果、当中間連結会計期間における営業

損失は631百万円となり非常に厳しい状況が続きましたが、月次ベースでは徐々に利益回復傾向が見られております。

一方で、店舗展開型のPULL型ブランド事業への事業ポートフォリオ移行は順調に推移しており、現在の現販事業内の

売上シェアは、ブランド事業が過半となっております。

　以上の結果、売上高は9,841百万円（対前年中間期増減率14.7％減　1,694百万円減少）、営業損失は631百万円（前年同

期営業損失577百万円）、経常損失は750百万円（前年同期経常損失715百万円）となりました。

※平成20年６月21日をもって、グループ組織構造の最適化、独立事業としての経営基盤強化などを目的として、当社の

連結子会社である株式会社ニッセンから現販事業部門を会社分割し、当社の100%子会社として株式会社ニッセンプレ

ミアムを新たに設立いたしました。しかしながら、平成20年９月５日開催の当社取締役会において、当該会社が運営す

る一部事業を終了することを決議しております。詳細につきましては、「第５経理の状況　１　中間連結財務諸表等（

1）中間連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により2,727百万円増加し、投資活動により1,225百

万円減少し、財務活動により1,621百万円減少し、この結果、前連結会計年度末から現金及び現金同等物は４百万円の減

少となり、中間期末残高は6,919百万円（前年同期比49.5％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、2,727百万円の増加（前年同期は、352百万円の減少）となりました。主たる要

因は税金等調整前中間純利益769百万円、売上債権の増加額2,362百万円、為替予約等評価損1,205百万円、たな卸資産の

減少398百万円、未収入金の減少などのその他の増加2,717百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、1,225百万円の減少（前年同期は、4,452百万円の減少）となりました。主たる

要因は固定資産の取得による支出1,178百万円、子会社株式の取得による支出52百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,621百万円の減少（前年同期は、5,963百万円の増加）となりました。主たる

要因は、長期借入金の返済による支出830百万円、配当金の支払いによる支出790百万円等であります。　　
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２【販売及び仕入の状況】

　販売及び仕入の状況 

　（１）販売実績

 　　　　　 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 対前年中間期増減率（％）

　 通販事業 69,281 103.7

 　金融事業 525 ―

 　現販事業 9,841 85.3

合計 79,648 101.7

　　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメント区分を変更しております。詳細については、「第５　経理の状

況　１中間連結財務諸表等　(1) 中間連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりでありま

す。なお、前年同期比較にあたっては、前中間連結会計期間の金額を変更後の区分に組替えた上で比較して

おります。

　　　　　３　金融事業は、当中間連結会計期間より新たなセグメントとして開示しているため、前年同期比の記載に　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　ついては行っておりません。

　

　（２）仕入実績

 　　　　　 当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 対前年中間期増減率（％）

　 通販事業 32,537 105.1

 　現販事業 4,521 111.4

合計 37,058 105.9

　　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

 　　　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　　 ３　金融事業は、仕入実績がないため該当事項はありません。
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３【対処すべき課題】

(1）対処すべき課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

(2）株式会社の支配に関する基本方針について

　平成19年３月14日開催の当社第37回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました「当社株式の大量買

付行為に関する対応策の導入の件」（以下、「対応策」といいます。）の有効期限が、平成19年12月期にかかる定時株

主総会の終結の時をもって到来いたしました。

  対応策は、株主価値に重大な影響をおよぼす可能性のある買収提案または買付行為（以下、「重大提案」といいま

す。）がなされた場合に、買付予定者または買付者(以下、「買付予定者」といいます。)に対し事前に情報の提供を求

め、株主の皆様に必要な情報と時間を確保するとともに当社が株主の皆様のために買付予定者と交渉を行うこと等を

可能とする枠組みとして必用不可欠であると判断し、導入したものであります。

　しかし、対応策の検討と時期を相前後して金融商品取引法が成立し、その後段階的に施行されたことにより、重大提

案がなされた際には、「公開買付届出書」の提出が義務付けられ、また「買付期間の延長要請」と「質問権の行使」

も可能となりましたので、こうした際に特に懸念されておりました、株主の皆様がその当否を判断するのに必要な情

報と時間の確保がある程度担保されることとなりました。　

　そこでこうした状況の変化も斟酌しつつ、"会社は株主である皆様のものであり、重大提案がなされた場合、これを受

け入れるべきか否かの判断は最終的には株主の皆様に委ねられるべきである"との根本に立ち返り、社外役員が過半数

を占めるコーポレート・ガバナンス委員会による第三者的意見等も取り入れながら、対応策継続の当否につき当社取

締役会において再度検討をいたしました結果、継続の議案を付議しないことを決定いたしました。

　勿論、こうした制度だけで株主の皆様の権利が十分に保護されるとは思ってはおりません。重大提案がなされた際

は、これまでと変わることなく、株主の皆様の共同の利益の確保のために、買付予定者に対して買収後の経営方針等の

一定の情報開示を積極的に求めるとともに、当社として可能な範囲で情報収集を行った上で、株主の皆様に当社取締

役会として重大提案に対する判断・意見を適宜お伝えする等、株主の皆様により正確な情報に基づく最終的な投資判

断をしていただけるよう適時適切な情報開示に努める所存であります。

　対応策は、平成19年12月期にかかる定時株主総会の終結の時をもって終了となりましたが、中長期的な企業価値向上

こそが株主の皆様の共同の利益の確保のための最大の方策であるとの当社の考えはいつまでも変わることはござい

ません。

４【経営上の重要な契約等】

 　    当社は、当中間連結会計期間において、株式会社通販物流サービスとの業務提携契約について、契約の更新を行

　　　っております。

　

会社名 相手方の名称 契約名称 契約内容 契約期間

当社

 株式会社通販物流

 サービス

（持分法適用関連会社）

 取引基本

 契約書

業務の委託（請負）、賃貸借及び

売買に関しての業務提携契約

自　平成18年６月21日

至　平成19年３月20日

以降は期間１年毎の自動更新

（注）

（注）期間満了の３ヶ月前までに書面による異議の申し出のない場合は、本契約は更に１年間延長するものとし、以

　　　降も同様とする。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

  当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

　  前連結会計年度末に計画していた設備計画は、次のように変更いたしました。

会社名 事業所名 所在地

事業の種類

別セグメン

トの名称

設備の内容

投資予定金額

（百万円）
資金

調達方法

着手及び完了予定

総額 既支払額 着手 完了予定

当社

四条新町ビル　　　

　　　（仮

称）

京都市　

　　　　中

京区

本社間接 事務所ビル 2,500 2,008

自己資金

及び

借入金

平成19年３月 平成20年10月

株式会社

ニッセン

インフォメー

ションセンター

京都市

南区
通販事業

通販基幹システム関連機

器並びにソフトウェア
3,000 311

自己資金

及び

借入金

平成19年１月
(注)２

平成23年１月

　（注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２. 完了予定は、当初予定の平成21年１月から平成23年１月に変更しております。

　

(2) 重要な設備の新設、除却等

　当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）

（平成20年６月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年９月18日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,416,332 63,416,332

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

－

計 63,416,332 63,413,332 － －

 　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条に基づく新株予約権の状況は以下のとおりであります。

①　平成15年３月18日定時株主総会決議

 
中間会計期間末現在
（平成20年６月20日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 4,984 4,974

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ────── ──────

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 498,400 497,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,090 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年４月１日

至　平成25年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　 1,090

資本組入額　　　　　　　 545
同左

新株予約権の行使の条件 　新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社または当社の関

係会社の取締役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、当

社または当社の関係会社の取締役

もしくは監査役が任期満了により

退任した場合もしくは従業員が定

年により退職した場合には、この限

りではない。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ────── ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
────── ──────

　（注）　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

　式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

半期報告書

12/89



②　平成16年３月18日定時株主総会決議

 
中間会計期間末現在
（平成20年６月20日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 9,095 9,055

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ────── ──────

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 909,500 905,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,205 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年４月１日

至　平成21年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　 2,205

資本組入額　 　　　　　1,103
同左

新株予約権の行使の条件 　新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社または当社の関

係会社の取締役、監査役もしくは従

業員または当社の顧問の地位を保

有していることを要する。ただし、

当社または当社の関係会社の取締

役もしくは監査役が任期満了によ

り退任した場合もしくは従業員が

定年により退職した場合には、この

限りではない。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ────── ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
────── ──────

　（注）　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

　式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
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③　平成17年３月16日定時株主総会決議（中期経営計画に連動するもの）

 
中間会計期間末現在
（平成20年６月20日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 12,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ────── ──────

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,200,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,534 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　 1,534

資本組入額　 　　　　　　767
同左

新株予約権の行使の条件 　新株予約権者は、当社第39期また

はそれ以前の決算期における確定

した連結損益計算書において、経常

利益が160億円以上となった場合に

限り、かかる確定日以降、新株予約

権を行使できる。　

　新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社の取締役もしく

は執行役員または当社取締役会で

決定する重要な子会社等の代表取

締役（以下「当社取締役等」とす

る）であり、かつ、新株予約権発行

後、継続して当社取締役等の地位に

あることを要する。

　新株予約権者が任期満了により当

社取締役等の地位を退任した場合

は、当該退任した当社取締役等たる

新株予約権者は、当社取締役等の地

位にあった期間に応じてあらかじ

め取締役会が定める基準により決

定する新株予約権の個数を上限と

して、当該取締役等の退任時に取締

役会が承認する個数の新株予約権

を、退任後も行使できる。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ────── ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
────── ──────

　（注）１．当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または

　　株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

２．新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約

　　権を無償で消却することができる。
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 ④　平成17年３月16日定時株主総会決議（当社従業員等に対するもの）

 
中間会計期間末現在
（平成20年６月20日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 3,170 3,070

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ────── ──────

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 317,000 307,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,534 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　 1,534

資本組入額　 　　　　　　767
同左

新株予約権の行使の条件 　新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社の従業員または

当社の関係会社の取締役もしくは

従業員であることを要する。ただ

し、当社もしくは当社の関係会社の

従業員が定年により退職した場合

または当社の関係会社の取締役が

任期満了により退任した場合には、

この限りではない。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ────── ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
────── ──────

 （注）１．当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または

　　　　   株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

       ２．新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約

　　       権を無償で消却することができる。
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 ⑤　平成18年３月15日定時株主総会決議

 
中間会計期間末現在
（平成20年６月20日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 3,000 2,865

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ────── ──────

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300,000 286,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,924 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　  　　 1,924

資本組入額　 　  　　　　962
同左

新株予約権の行使の条件 　新株予約権者は、当社第39期また

はそれ以前の決算期における確定

した連結損益計算書において、経常

利益が160億円以上となった場合に

限り、かかる確定日以降、新株予約

権を行使できる。

　新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社の従業員もしく

は取締役または当社の関係会社の

取締役もしくは従業員であること

を要する。ただし、当社もしくは当

社の関係会社の従業員が定年によ

り退職した場合または当社もしく

は当社の関係会社の取締役が任期

満了により退任した場合には、この

限りではない。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項   新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ────── ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
────── ──────

   (注）１．当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または

　　        株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

        ２．新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約

　     　   権を無償で消却することができる。
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（３）【ライツプランの内容】

 　　　　 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成19年12月21日～

平成20年６月20日
－ 63,416,332 － 11,218 － 11,260
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年６月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合　　　　
　　　
　　（％）

合同会社ＴＨＮ（常任代理人　株式会社

ストラテジック・シナリオ）

東京都千代田区永田町二丁目11番１号

山王パークタワー12階

 （東京都港区赤坂５－２－39円通寺ガデリウスビル１Ｆ） 

5,560 8.77

エイチエスビーシーファンドサービシィ

ズスパークスアセットマネジメントコー

ポレイテッド（常任代理人　香港上海銀

行東京支店）

１ QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
5,428 8.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 4,817 7.60

ティーエイチエヌケイマンインク

（常任代理人　株式会社ストラテジック

・シナリオ）

POBOX 309 GT,UGLAND HOUSE,

SOUTH CHURCH STREET,

GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLANDS

 （東京都港区赤坂５－２－39円通寺ガデリウスビル１Ｆ） 

3,550 5.60

株式会社ベルーナ 埼玉県上尾市宮本町４－２ 2,867 4.52

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,630 2.57

日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲１丁目１－１ 1,501 2.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口４）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,423 2.24

川島　哲男 京都市左京区 1,301 2.05

ユービーエスセキュリティーズエルエル

シーカスタマーセグリゲイティッドアカ

ウント

（常任代理人　シティバンク銀行株式会

社）

677　WASHINGTON　BLVD．STAMFORD,　

CONNECTICUT　06901　USA

（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

1,255 1.98

計 － 29,334 46.26

　（注）１　上記のほか当社所有の自己株式 2,593千株（4.09％）があります。

２　所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。 

３　上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　  4,275千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）　　1,307千株

４　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及び SPARX International （Hong Kong）Limited から、平成19

年９月３日付で提出された各社連名の大量保有報告書（変更報告書）により平成19年８月28日現在でそれ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点に

おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

SPARX International

（Hong Kong）Limited

6th Floor, ICBC Tower,3 Garden Road,

Central, Hong Kong
5,107 8.05

スパークス・アセット・マ

ネジメント株式会社

東京都品川区大崎一丁目11番２号

ゲートシティ大崎
4,523 7.13

５　ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから、平成20年３月21日付で提出された大量保

有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成20年３月14日現在で以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができま
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せんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ブランデス・インベストメ

ント・パートナーズ・エル

・ピー

11988 E1 Camino Real, Suite 500, 

San Diego, CA 92191, U.S.A.
2,417 3.81

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年６月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式   2,593,800
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  60,763,600 607,636 －

単元未満株式 普通株式　　　58,932 － －

発行済株式総数 63,416,332 － －

総株主の議決権 － 607,636 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の株式数欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,600株（議決権76個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

　 平成20年６月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ニッセン

ホールディングス

京都市南区吉祥院

這登中町18番地
2,593,800 － 2,593,800 4.09

計 － 2,593,800 － 2,593,800 4.09

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権１個）

　あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれておりま

　す。
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２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 716 750 715 699 618 601

最低（円） 570 590 630 590 573 518

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　なお、月別については末日が20日でありますので、前月21日から当月20日までの株価によっております。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

 取締役
　常務執行役員

　管理本部長
 取締役

　常務執行役員

　管理統括本部長
　 市場　信行 平成20年６月21日　

 取締役
　執行役員

　財務本部長
 取締役

　執行役員

　財務企画室長
　 筑紫　敏矢 平成20年６月21日　
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第５【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、前中間連結会計期間(平成18年12月21日から平成19年６月20日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間(平成19年12月21日から平成20年６月20日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間(平成18年12月21日から平成19年６月20日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間(平成19年12月21日から平成20年６月20日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年12月21日から平成19年６月20日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年12月21日から平成19年６月20日まで）の中間財務諸表につ

いては新日本監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結

会計期間（平成19年12月21日から平成20年６月20日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年12月

21日から平成20年６月20日まで）の中間財務諸表については新日本有限責任監査法人により中間監査を受けており

ます。

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人となっ

ております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 　  13,704   6,934   6,939  

２　受取手形及び売掛金   13,415   12,970   10,955  

３　たな卸資産   14,469   15,423   15,821  

４　未収入金   12,680   12,039   13,602  

５　前払費用   4,584   6,180   5,315  

６　為替予約   6,537   －   1,137  

７　その他   2,920   1,868   2,899  

貸倒引当金   △328   △264   △279  

流動資産合計   67,984 81.2  55,151 78.0  56,391 77.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物
※１
　

1,270   1,229   1,254   

(2）機械装置及び運搬
具

※１
　

66   46   58   

(3）工具器具及び備品
※１
　

976   744   853   

(4）土地  1,768   1,768   1,768   

(5）建設仮勘定  679 4,760  1,351 5,140  1,344 5,279  

２　無形固定資産           

(1）のれん  375   158   178   

(2）その他  712 1,088  1,036 1,194  732 910  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 　 7,898   7,571   6,788   

(2）その他  2,526   2,242   3,520   

貸倒引当金  △488 9,936  △563 9,250  △519 9,789  

固定資産合計   15,785 18.8  15,585 22.0  15,979 22.1

資産合計   83,769 100.0  70,737 100.0  72,371 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金   22,377   22,213   20,402  

２　短期借入金
※３
　
 1,811   1,661   1,661  

３　未払法人税等   1,132   97   －  

４　未払金   9,013   8,719   8,507  

５　為替予約   －   1,027   －  

６  返品調整引当金   545   707   585  

７　返品破損引当金   126   116   84  

８　利息返還補償引当金   242   213   213  

９　その他   5,149   2,372   3,088  

流動負債合計   40,399 48.2  37,128 52.5  34,543 47.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金
※３
　
 3,343   1,681   2,512  

２　退職給付引当金   149   74   81  

３　その他   725   172   47  

固定負債合計   4,218 5.1  1,929 2.7  2,641 3.7

負債合計   44,618 53.3  39,058 55.2  37,184 51.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１  資本金   11,218 13.4  11,218 15.8  11,218 15.5

　２  資本剰余金   11,240 13.4  11,240 15.9  11,240 15.5

　３  利益剰余金   18,520 22.1  14,500 20.5  16,510 22.8

　４  自己株式   △3,281 △3.9  △3,282 △4.6  △3,282 △4.5

株主資本合計   37,697 45.0  33,676 47.6  35,686 49.3

Ⅱ　評価・換算差額等           
　１  その他有価証券評価

差額金
  417 0.5  256 0.4  226 0.3

　２  繰延ヘッジ損益   996 1.2  △2,248 △3.2  △748 △1.0

　３  為替換算調整勘定   21 0.0  △22 △0.0  4 0.0

評価・換算差額等合
計

  1,435 1.7  △2,014 △2.8  △517 △0.7

Ⅲ　少数株主持分   18 0.0  16 0.0  16 0.0

純資産合計   39,151 46.7  31,678 44.8  35,186 48.6

負債純資産合計   83,769 100.0  70,737 100.0  72,371 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   78,411 100.0  79,648 100.0  152,997 100.0

Ⅱ　売上原価   34,709 44.3  36,468 45.8  69,597 45.5

売上総利益   43,701 55.7  43,180 54.2  83,399 54.5

返品調整引当金繰
入額

  545 0.7  707 0.8  585 0.4

返品調整引当金戻
入額

  △556 △0.7  △585 △0.7  △556 △0.4

差引売上総利益   43,712 55.7  43,058 54.1  83,370 54.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１　広告宣伝費  12,315   13,239   23,783   

２　運賃荷造費  201   243   482   

３　販売促進費  4,651   4,442   8,721   

４　貸倒引当金繰入額  326   182   450   

５　給料  6,373   5,420   12,124   

６　減価償却費  367   287   552   

７　手数料  12,466   11,718   22,310   

８　その他  5,127 41,831 53.3 5,567 41,101 51.6 10,436 78,861 51.6

営業利益   1,880 2.4  1,956 2.5  4,508 2.9

Ⅳ　営業外収益           

１  為替予約等評価益  1,009   －   －   
２　持分法による投資利
益

 －   958   －   

３　受取手数料  99   120   209   

４　雑収入  183 1,292 1.7 201 1,279 1.6 389 598 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　為替予約等評価損  －   1,205   1,424   

２　商品評価損  1,458   1,017   2,981   
３　持分法による投資損
失

 1,539   －   2,365   

４　雑損失  197 3,195 4.1 234 2,456 3.1 358 7,130 4.6

経常利益又は経常
損失(△)   △22 △0.0  779 1.0  △2,022 △1.3

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益
※１
　

－   2   －   

２　投資有価証券売却益  35   －   103   

３　持分変動利益  19   －   81   
４　その他 　 0 54 0.0 － 2 0.0 205 390 0.3

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除売却損
※２
　

143   10   307   

２　投資有価証券等評価
損

 27   1   79   

３　事業再構築損失
※３
　

1,509   －   1,205   

４　その他 　 － 1,681 2.1 0 12 0.0 169 1,762 1.2

税金等調整前中間
純利益又は税金等
調整前中間（当
期）純損失(△)

  △1,649 △2.1  769 1.0  △3,395 △2.2

法人税、住民税及び
事業税

 1,109   96   931   

法人税等調整額  △995 114 0.1 1,742 1,838 2.3 △1,159 △228 △0.1

少数株主利益又は
少数株主損失(△)   △21 △0.0  0 0.0  △22 △0.0

中間（当期）純損
失

  1,742 △2.2  1,070 △1.3  3,144 △2.1
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

　 前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

 

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 7,665 7,687 20,784 △3,290 32,846

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 3,552 3,552 － － 7,105

剰余金の配当 － － △517 － △517

中間純損失 － － △1,742 － △1,742

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － △4 9 5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 3,552 3,552 △2,264 9 4,850

平成19年６月20日　残高 11,218 11,240 18,520 △3,281 37,697

 

評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 △1 954 47 33,847

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △517

中間純損失 － － － － － △1,742

自己株式の取得 － － － － － △0

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△30 488 23 481 △28 452

中間連結会計期間中の変動額合計 △30 488 23 481 △28 5,303

平成19年６月20日　残高 417 996 21 1,435 18 39,151

　 当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

 

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △790 － △790

中間純損失 － － △1,070 － △1,070

自己株式の取得 － － － △0 △0

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少額
－ － △148 － △148

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △2,010 △0 △2,010

平成20年６月20日　残高 11,218 11,240 14,500 △3,282 33,676
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評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △790

中間純損失 － － － － － △1,070

自己株式の取得 － － － － － △0

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少高
－ － － － － △148

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
29 △1,500 △26 △1,497 0 △1,497

中間連結会計期間中の変動額合計 29 △1,500 △26 △1,497 0 △3,507

平成20年６月20日　残高 256 △2,248 △22 △2,014 16 31,678

　 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 7,665 7,687 20,784 △3,290 32,846

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 3,552 3,552 － － 7,105

剰余金の配当 － － △1,125 － △1,125

当期純損失 － － △3,144 － △3,144

自己株式の取得 － － － △1 △1

自己株式の処分 － － △4 9 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 3,552 3,552 △4,274 8 2,840

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

 

評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 △1 954 47 33,847

連結会計年度中の変動額       

　新株の発行 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △1,125

当期純損失 － － － － － △3,144

自己株式の取得 － － － － － △1

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△221 △1,255 5 △1,471 △30 △1,501

連結会計年度中の変動額合計 △221 △1,255 5 △1,471 △30 1,338

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月21日

至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月21日

至　平成20年６月20日）

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純利益又は税金

等調整前中間(当期)純損失(△)
 △1,649 769 △3,395

減価償却費  367 287 552

のれん償却額  － 19 37

貸倒引当金の増加額  148 29 130

返品調整引当金増減額  △10 121 29

返品破損引当金増減額  5 31 △37

利息返還補償引当金減少額  △40 － △69

受取利息及び受取配当金  △42 △19 △88

支払利息  28 21 55

為替予約等評価損益  △1,009 1,205 1,424

持分法による投資利益  － △958 －

持分法による投資損失  1,539 － 2,365

投資有価証券評価損  27 3 79

事業再構築損失  1,509 － 1,205

投資有価証券売却損益  △35 0 △93

持分変動利益  △19 － △81

固定資産除売却損益  143 8 307

売上債権の増加額  △2,976 △2,362 △281

たな卸資産の増減額  1,159 398 △170

仕入債務の増減額  △619 314 △2,365

その他  2,085 2,717 △2,370

小計  613 2,588 △2,764

利息及び配当金の受取額  39 4 86

利息の支払額  △24 △24 △52

法人税等の還付額  － 216 －

法人税等の支払額  △981 △57 △2,062

営業活動によるキャッシュ・フロー  △352 2,727 △4,792
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月21日

至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月21日

至　平成20年６月20日）

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

固定資産の取得による支出  △944 △1,178 △1,629

固定資産の売却による収入  32 9 32

投資有価証券の取得による支出  △724 △40 △1,301

投資有価証券の売却による収入  92 35 649

貸付による支出 　 △441 － △445

貸付金の回収による収入  18 0 19

子会社株式の取得による支出 　 △200 △52 △200

新規連結子会社株式の取得による
収入 　 188 － 188

事業譲受による支出 　 △2,473 － △2,473

その他  0 △0 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,452 △1,225 △5,165

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △150 △830 △1,131

社債の償還による支出  △500 － △500

株式の発行による収入  7,105 － 7,105

株式の発行による支出  △37 － △37

自己株式の取得による支出  △0 △0 △1

自己株式の売却による収入  5 － 5

配当金の支払額  △517 △790 △1,125

その他  57 － 57

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,963 △1,621 4,373

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 △31 △28

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,157 △150 △5,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  12,592 6,924 12,592

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増加額
　 － 146 －

Ⅷ　連結子会社の減少に伴う現金及び現金

同等物の減少額
　 △55 － △55

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末(期
末）残高

※１

　
13,694 6,919 6,924
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　 ９社

主要な連結子会社の名称

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　 11社

主要な連結子会社の名称

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　10社

主要な連結子会社の名称

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ナビバード

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社葡萄ラボ

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 

　

　

　

なお、前連結会計年度におい

て連結子会社であった株式会社

ＡＬＢＥＲＴは、当中間連結会

計期間中に持分割合が減少し、

持分法適用関連会社となったた

め損益計算書のみを連結の対象

としております。

　また、株式会社オリエンタルダ

イヤモンド、株式会社トレセン

テ、株式会社葡萄ラボについて

は新たに子会社となったため、

当中間連結会計期間より連結子

会社としております。 

　

株式会社ニッセン

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ナビバード

株式会社葡萄ラボ

ｎインシュアランスサービス株式会社

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

　

なお、前連結会計年度におい

て非連結子会社であったｎイン

シュアランスサービス株式会社

（旧　ニッセンファミックス生

保・設立準備会社）については

重要性が増加したため、当中間

連結会計期間より連結子会社と

しております。 

　

株式会社ニッセン

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ナビバード

株式会社葡萄ラボ

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

　

　

なお、前連結会計年度におい

て連結子会社であった株式会社

ＡＬＢＥＲＴは、当連結会計年

度に持分割合が減少し、持分法

適用関連会社となったため中間

損益計算書のみを連結の対象と

しております。

　また、株式会社ニッセンについ

ては、当社の通販事業及び現販

事業等を承継し新設分割により

会社設立したため、株式会社葡

萄ラボ及び株式会社トレセンテ

については、新たに株式を取得

したため、株式会社オリエンタ

ルダイヤモンドについては、会

社設立により新たに子会社と

なったため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

(2）主要な非連結子会社名

　上海日染服飾検整有限公司

(2）主要な非連結子会社名

  上海日染服飾検整有限公司

(2）主要な非連結子会社名

　上海日染服飾検整有限公司

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社６社は、いずれ

も小規模会社であり、総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等はいずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社８社は、いずれ

も小規模会社であり、総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等はいずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社６社は、いずれ

も小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等はいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社数

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver

　　　株式会社シェアード・ウィン　

　

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社数

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社シェアード・ウィン

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver　

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社数

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社シェアード・ウィン

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver　

　　　なお、株式会社InfoDeliverは、

　　新たに株式を取得したことから、

　　当中間連結会計期間より持分法適

　　用関連会社に含めております。

　　　また、株式会社シェアード・

　　ウィンは、株式会社InfoDeliver

　　との共同出資により新会社として

    設立したことから、当中間連結会

    計期間より持分法適用関連会社に

    含めております。

　     　なお、前連結会計年度において

　　連結子会社であった株式会社ＡＬ 

    ＢＥＲＴは、当連結会計年度に持

　　分割合が減少したため、持分法適

　　用関連会社としております。

　　　また、株式会社InfoDeliverにつ

　　いては、新たに株式を取得したた

　　め、株式会社シェアード・ウィン

　　については、株式会社InfoDeliver

　　との共同出資により新会社として

    設立したため、当連結会計年度よ

　　り持分法適用関連会社に含めてお

　　ります。

　 　 　

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

　上海日染服飾検整有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

　上海日染服飾検整有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

  上海日染服飾検整有限公司

（持分法を適用していない理

由）

　持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外

しております。

同左 （持分法を適用していない理由）

　持分法非適用会社は、それぞ

れ連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日は、次の

とおりであります。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日は、次の

とおりであります。

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

　連結子会社の決算日は、次のとお

りであります。

連結子会社名
中間

決算日

スパーク・エース・リミテッド ４月30日

アドバンス・プログレス・リミテッド ４月30日

株式会社ナビバード ３月20日 

株式会社葡萄ラボ ６月30日 

株式会社オリエンタルダイヤモンド ３月31日 

株式会社トレセンテ ９月30日 

株式会社ニッセンシェイプファンデ ６月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 ６月20日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 ６月20日

　 　

　 　

　 　

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、株式会社葡萄ラボと株

式会社トレセンテについて、それ

ぞれ３月31日を中間決算日とみ

なした仮決算に基づく中間財務

諸表を使用し、スパーク・エース

・リミテッド及びアドバンス・

プログレス・リミテッド、株式会

社ナビバード、株式会社オリエン

タルダイヤモンドについては中

間連結決算日の差異が３ヶ月を

超えないため、当該子会社の中間

決算日を基礎として連結決算を

行っております。但し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整

を行っております。

連結子会社名
中間

決算日

株式会社ニッセン　 ６月20日

スパーク・エース・リミテッド ４月30日

アドバンス・プログレス・リミテッド ４月30日

株式会社ナビバード ３月20日 

株式会社葡萄ラボ ６月30日 

ｎインシュアランスサービス株式会社 ６月20日

株式会社オリエンタルダイヤモンド ３月31日 

株式会社トレセンテ ３月31日 

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 ６月20日

株式会社ニッセンシェイプファンデ ６月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 ６月20日

　 　

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、株式会社葡萄ラボにつ

いて、３月31日を中間決算日とみ

なした仮決算に基づく中間財務

諸表を使用し、スパーク・エース

・リミテッド、アドバンス・プロ

グレス・リミテッド、株式会社ナ

ビバード、株式会社オリエンタル

ダイヤモンド、株式会社トレセン

テについては中間連結決算日の

差異が３ヶ月を超えないため、当

該子会社の中間決算日を基礎と

して連結決算を行っております。

但し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン  12月20日 

スパーク・エース・リミテッド  10月31日 

アドバンス・プログレス・リミテッド 10月31日

株式会社ナビバード ９月20日 

株式会社葡萄ラボ 12月31日 

株式会社オリエンタルダイヤモンド ９月30日 

株式会社トレセンテ ９月30日 

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 12月20日 

株式会社ニッセンシェイプファンデ 12月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 12月20日

　 　

　 　

　連結財務諸表の作成に当たって

は、株式会社葡萄ラボについて、

９月30日を決算日とみなした仮

決算に基づく財務諸表を使用し、

スパーク・エース・リミテッド、

アドバンス・プログレス・リミ

テッド、株式会社ナビバード、株

式会社オリエンタルダイヤモン

ド、株式会社トレセンテについて

は連結決算日の差異が３ヶ月を

超えないため、当該子会社の決算

日を基礎として連結決算を行っ

ております。但し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行って

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

   

②　デリバティブ 

時価法

②　デリバティブ 

同左

 ②　デリバティブ 

同左

   

③　たな卸資産

商品

　先入先出法による原価法

③　たな卸資産

商品

同左

③　たな卸資産

商品

同左

   

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

建物（附属設備を除く）

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定額法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

定額法

　

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定率法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

定率法

 

その他

同左

その他

同左

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～49年

機械装置及び運搬具 ５～９年

工具器具及び備品 ２～20年

建物及び構築物 ２～49年

機械装置及び運搬具 ５～７年

工具器具及び備品 ２～20年

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

 ────── （追加情報）　　

　当中間連結会計期間から、平

成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。この結

果、損益に与える影響は軽微で

あります。

 

 ──────

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づいております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

定額法

　

③　長期前払費用　

同左 

③　長期前払費用

同左 

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

  支出時に全額費用として処

理しております。 

(3）　　 ──────

　

 

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

  支出時に全額費用として処

理しております。 

　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個

別に回収可能性等を検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。

 

　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

   

②　返品調整引当金

  当中間連結会計期間末に予

想される返品による損失に備

えるため、過去の返品実績率に

基づく返品損失見込額を計上

しております。 

 

②　返品調整引当金

同左

②　返品調整引当金

  当連結会計年度末に予想さ

れる返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基づ

く返品損失見込額を計上して

おります。 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

③　返品破損引当金

  当中間連結会計期間末に予

想される返品商品の破損又は

廃棄による損失に備えるため、

過去の破損又は廃棄の実績に

基づく返品商品の損失見込額

を計上しております。

 

③　返品破損引当金

同左

③　返品破損引当金

  当連結会計年度末に予想さ

れる返品商品の破損又は廃棄

による損失に備えるため、過去

の破損又は廃棄の実績に基づ

く返品商品の損失見込額を計

上しております。

 

   

④　退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の

退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の

退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。

　 　 　

⑤　利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に

備えるため、当中間連結会計期

間末における返還補償見込額

を計上しております。

  これは、平成12年７月14日

に、当社がニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社に

対してクレジット・サービス

部門の営業を譲渡した際の営

業譲渡契約に基づく、当社が負

うべき営業譲渡債権に対する

利息返還責任に伴う補償の支

払に備えるためのものであり

ます。 

　

⑤　利息返還補償引当金

同左

⑤　利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に

備えるため、当連結会計年度末

における返還補償見込額を計

上しております。

  これは、平成12年７月14日

に、当社がニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社に

対してクレジット・サービス

部門の営業を譲渡した際の営

業譲渡契約に基づく、当社が負

うべき営業譲渡債権に対する

利息返還責任に伴う補償の支

払に備えるためのものであり

ます。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、中

間連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部にお

ける少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。 

　

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。在外子会社等

の資産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における少数株主持

分及び為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

(6）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

きましては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

　

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす為

替予約等については、振当処理

を採用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

   

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約等取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

   

③　ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に

基づき、為替リスクをヘッジす

る目的で先物為替予約等を

行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

   

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変

動の累計とを比率分析する方

法により行っております。

　なお、当中間連結会計期間末

においては高い相関関係にあ

り、ヘッジは有効と判断してお

ります。

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変

動の累計とを比率分析する方

法により行っております。

　なお、当連結会計年度末にお

いては高い相関関係にあり、

ヘッジは有効と判断しており

ます。

 

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

  

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(8）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

         同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。  

　

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

         同左

６　のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、その効

果が発現する期間を個別に見積り、

償却期間を決定した上で均等償却

しております。但し、重要性が乏し

いものにつきましては、発生連結会

計年度に一括償却しており、販売費

及び一般管理費の「その他」に含

めております。

 

６　のれんの償却に関する事項

         同左

６　のれんの償却に関する事項　

         同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

（有形固定資産の減価償却方法）

　当中間連結会計期間より、法人税法

の改正（(所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日　法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第

83号)）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に規定する減価償

却方法により減価償却費を計上して

おります。この結果、損益に与える影

響は軽微であります。 

　

 ──────

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法）

　当連結会計年度より、法人税法の改

正（(所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上してお

ります。この結果、損益に与える影響

は軽微であります。 

（企業結合に係る会計基準等）

　当中間連結会計期間より「企業結合

に係る会計基準」(企業会計審議会　平

成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準

第７号)並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第10号)

を適用しております。 

 ──────

　

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会　平成15

年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準第７号)

並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第10号)を適用

しております。 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

　（中間連結貸借対照表）

  「為替予約」は、前中間連結会計期間まで、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「為替予約」の金額は

2,642百万円であります。　　　　

　前中間連結会計期間までは独立掲記していた「長期

貸付金」（当中間連結会計期間末の残高は４百万円）

は、金額的重要性が低くなったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示することにいたしました。

　　　　

　（中間連結損益計算書）

　「手数料」は、前中間連結会計期間において、販売費及

び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において金額的重要性が増し

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「手数料」の金額

は3,600百万円であります。　　　　　

 ──────

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

　　　　

　（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで特別利益の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産売却益」は、特別利益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産売却

益」の金額は０百万円であります。　　　　　
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度末
（平成19年12月20日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

  4,418百万円   4,543百万円   4,415百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務 ２ 保証債務

 従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

 77百万円

 従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

 53百万円

 従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

 61百万円

※３ 当座貸越契約及びコミットメントラ

イン契約 

　当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

 

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 10,000百万円

※３ 当座貸越契約及びコミットメントラ

イン契約 

　当社及び連結子会社（株式会社オリ

エンタルダイヤモンド）においては、

運転資金の効率的な調達を行うため

取引金融機関12社と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,250百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,250百万円

※３ 当座貸越契約及びコミットメントラ

イン契約 

　当社及び連結子会社（株式会社オリ

エンタルダイヤモンド）においては、

運転資金の効率的な調達を行うため

取引金融機関12社と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,250百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,250百万円

 　

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

 　

内訳

当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,250百万円

　

　コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

 　

内訳

　当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,250百万円

　
コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

※１ 固定資産売却益

工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

※１ 固定資産売却益

車輌運搬具 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 2百万円

※１ 固定資産売却益

工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

※２ 固定資産売却損

建物及び構築物 1百万円

土地 6百万円

計 7百万円

※２  　　  ────―── ※２ 固定資産売却損

建物及び構築物 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

土地 6百万円

計 8百万円

　 　 　 　 　 　

 ※２  固定資産除却損 

建物及び構築物 45百万円

工具器具及び備品 5百万円

無形固定資産

（その他）
84百万円

計 135百万円

 ※２  固定資産除却損 

建物及び構築物 10百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 10百万円

 ※２  固定資産除却損 

建物及び構築物 65百万円

工具器具及び備品 11百万円

ソフトウェア 222百万円　

計 299百万円

※３ 事業再構築損失の内訳は、次のとおり

であります。

（現販事業に係るもの）  　

店舗統廃合に係る費用 1,025百万円 

（うち不採算拠点の減損損失 192百万円）

希望退職に伴う特別退職金・

再就職支援費用等 484百万円

計 1,509百万円

※３  　　 ────── ※３ 事業再構築損失の内訳は、次のとおり

であります。

（現販事業に係るもの）  　

店舗統廃合に係る費用 799百万円 

希望退職に伴う特別退職金・

再就職支援費用等 405百万円

計 1,205百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

 　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計

年度末株式数

当中間連結会計

期間増加株式数

当中間連結会計

期間減少株式数

当中間連結会計

期間末株式数

 発行済株式

　 普通株式 (注)１
　54,306,332株 　9,110,000株 － 　63,416,332株 

合　計　　　　 　54,306,332株 9,110,000株 －  　63,416,332株 

 自己株式　

　 普通株式 (注)２,３ 
　2,599,312株 　504株 　7,500株 　2,592,316株 

合　計　　　　 　2,599,312株    　504株 　7,500株 　2,592,316株 

　(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加9,110,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

　    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加504株は、単元未満株式の買取による増加であります。

  　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。　　　　

  ２．配当に関する事項

 　　(１)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成19年３月14日

 定時株主総会
普通株式 　517百万円 　10.00円 平成18年12月20日 平成19年３月15日 

 　

 　  (２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間以降となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成19年７月27日

 取締役会
普通株式 利益剰余金 　608百万円 　10.00円 平成19年６月20日 平成19年９月10日 

　当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

 　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計

年度末株式数

当中間連結会計

期間増加株式数

当中間連結会計

期間減少株式数

当中間連結会計

期間末株式数

 発行済株式

　 普通株式
　　　　　　63,416,332株 　－ 　－ 　63,416,332株 

合　計　　　　 　63,416,332株 － 　－  　63,416,332株 

 自己株式　

　 普通株式 (注)
　2,593,385株 　512株 　－ 　2,593,897株 

合　計　　　　 　2,593,385株    　512株 　－ 　2,593,897株 

　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加512株は、単元未満株式の買取による増加であります。

  　　　　　　

  ２．配当に関する事項

 　　(１)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成20年３月18日

 定時株主総会
普通株式 　790百万円 　13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日 

 　

 　  (２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間以降となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成20年７月28日

 取締役会
普通株式 利益剰余金 　699百万円 　11.50円 平成20年６月20日 平成20年９月９日 

　前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
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前連結会計

年度末株式数

当連結会計

年度増加株式数

当連結会計

年度減少株式数

当連結会計

年度末株式数

 発行済株式

　 普通株式（注)１
54,306,332株 9,110,000株 　－ 63,416,332株 

合　計　　　　 54,306,332株 9,110,000株 　－ 63,416,332株 

 自己株式　

　 普通株式 (注)２,３ 
2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株 

合　計　　　　 2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株 

　(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加9,110,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

  　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,573株は、単元未満株式の買取による増加であります。

  　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。

  ２．配当に関する事項

 　　(１)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成19年３月14日

 定時株主総会
普通株式 517百万円 10.00円 平成18年12月20日 平成19年３月15日 

 平成19年７月27日

 取締役会
普通株式 608百万円 10.00円 平成19年６月20日 平成19年９月10日 

 　  (２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成20年３月18日

 定時株主総会
普通株式 利益剰余金 790百万円 13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

  　

現金及び預金勘定 13,704百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△10百万円

現金及び現金同等物 13,694百万円

現金及び預金勘定 6,934百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△15百万円

現金及び現金同等物 6,919百万円

現金及び預金勘定 6,939百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△15百万円

現金及び現金同等物 6,924百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、及び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、及び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

  
取得価額相
当額

(百万円)
 
減価償却累
計額相当額

(百万円)
 
中間期末残
高相当額

(百万円)

工具器具及び備品  217 142 74

ソフトウェア  31 30 0

合計  248 172 75

  
取得価額相
当額

(百万円)
 
減価償却累
計額相当額

(百万円)
 
中間期末残
高相当額

(百万円)

工具器具及び備品  291 183 106

ソフトウェア  19 15 3

合計  311 199 110

  
取得価額相
当額

(百万円)
 
減価償却累
計額相当額

(百万円)
 
期末残高相
当額

(百万円)

工具器具及び備品  257 161 95

ソフトウェア  34 26 7

合計  291 188 103

２　未経過リース料中間期末残高相当額 ２　未経過リース料中間期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 43百万円

１年超 34百万円

計 77百万円

１年以内 57百万円

１年超 57百万円

計 114百万円

１年以内 55百万円

１年超 53百万円

計 108百万円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 34百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 43百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 75百万円

支払利息相当額 4百万円

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

    (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

　

    (減損損失について）

同左

    (減損損失について）

同左

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

半期報告書

42/89



（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成19年６月20日）

１　時価のある有価証券

区分
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）満期保有目的の債券    

①　国債 619 613 △5

合計 619 613 △5

区分
取得原価

（百万円）

中間連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

(2）その他有価証券    

①　株式 1,016 1,621 604

②　その他 185 231 46

合計 1,201 1,853 651

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 684

（当中間連結会計期間末）（平成20年６月20日）

１　時価のある有価証券

区分
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）満期保有目的の債券    

①　国債 584 583 △0

合計 584 583 △0

区分
取得原価

（百万円）

中間連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

(2）その他有価証券    

①　株式 1,546 1,926 380

②　その他 29 30 0

合計 1,576 1,957 381

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で

時価のあるものについて１百万円減損処理を行っております。減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日にお

ける時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行うこととしております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 392

社債 1

合計 393

（注）　減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理

を行うこととしております。なお、当中間連結会計期間において、減損処理は行っておりません。

（前連結会計年度末）（平成19年12月20日）

１　時価のある有価証券
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区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）満期保有目的の債券    

①　国債 584 585 1

合計 584 585 1

区分
取得原価

（百万円）

連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(2）その他有価証券    

①　株式 1,535 1,864 329

②　その他 － － －

合計 1,535 1,864 329

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

のあるものについて50百万円減損処理を行っております。減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価

が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行うこととしております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

①　非上場株式 395

②　社債 1

合計 396

（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていないものについて28百万円減損処理を行っており

ます。なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損

処理を行うこととしております。
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間末）（平成19年６月20日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超
（百万円） 

時価 
(百万円)

評価損益
 (百万円)

　  為替予約取引     

　  　買建     

　  　　米ドル 16,867 11,620 20,032 3,165

 市場取引以外

の取引　　　　

　

 通貨オプション取引     

 　売建     

　

　

　

　

　

 　　プット     

 　　　米ドル 9,256 5,640 558 558

 　買建     

 　　コール     

 　　　米ドル 9,256 5,640 1,137 1,137

合計 ― ― 21,727 4,860

（注）時価の算定方法

　　　　為替予約取引

　　　　　先物為替相場によっております。

　　　　通貨オプション取引

　　　　　取引先金融機関から提示された価格によっております。

（当中間連結会計期間末）（平成20年６月20日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超
（百万円） 

時価 
(百万円)

評価損益
 (百万円)

　  為替予約取引     

　  　買建     

　  　　米ドル 13,253 8,037 13,982 728

 市場取引以外

の取引　　　　

　

 通貨オプション取引     

 　売建     

　

　

　

　

　

 　　プット     

 　　　米ドル 5,764 2,273 315 315

 　買建     

 　　コール     

 　　　米ドル 5,764 2,273 177 177

合計 ― ― 14,475 1,221

（注）時価の算定方法

　　　　為替予約取引

　　　　　先物為替相場によっております。

　　　　通貨オプション取引

　　　　　取引先金融機関から提示された価格によっております。

（前連結会計年度末）（平成19年12月20日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超
（百万円） 

時価 
(百万円)

評価損益
 (百万円)

　  為替予約取引     

　  　買建     
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区分 種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超
（百万円） 

時価 
(百万円)

評価損益
 (百万円)

　  　　米ドル 15,861 10,645 17,421 1,559

 市場取引以外

の取引　　　　

　

 通貨オプション取引     

 　売建     

　

　

　

　

　

 　　プット     

 　　　米ドル 7,510 3,894 424 424

 　買建     

 　　コール     

 　　　米ドル 7,510 3,894 443 443

合計 ― ― 18,288 2,426

（注）時価の算定方法

　　　　為替予約取引

　　　　　先物為替相場によっております。

　　　　通貨オプション取引

　　　　　取引先金融機関から提示された価格によっております。
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（ストック・オプション等関係）

 前中間連結会計期間(自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日)

 １．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　当中間連結会計期間において付与されたストック・オプションは、連結子会社が付与したもののみであり、当該ス

 トック・オプションは「ストック・オプション等に関する会計基準」の未公開企業における取扱いに基づき、ストッ

 ク・オプションの公正な評価単価に代えて単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。なお、連結

 子会社が付与したストック・オプションは付与時における本源的価値合計がゼロであるため、費用は計上しておりま

 せん。

　

 ２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　

 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

 取締役

 従業員

 社外協力者

　　 ２名

     ４名

　   １名

 ストック・オプションの付与数　(注)１  普通株式　　　           2,000株

 付与日  平成19年１月20日 　

 権利確定条件

　本新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当

社の取締役または従業員あるいは社外協力者である

ことを要する。ただし、従業員が定年により退職した

場合または当社の取締役が任期満了により退任した

場合にはこの限りではない。本新株予約権者の相続人

は新株予約権を行使できる。その他の本新株予約権の

行使の条件は、取締役会決議により決定する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 　

 権利行使期間
自　平成22年１月１日

 至　平成28年11月30日 

 権利行使価格　(円)                            25,000

 公正な評価単価　(付与日)　(注)２ －

  (注) １　株式数に換算して記載しております。

 　　　２　付与時における単位当たりの本源的価値がゼロであるため、記載しておりません。

 当中間連結会計期間(自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日)

 １．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　 該当事項はありません。

　

 ２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　 該当事項はありません。

 前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　 該当事項はありません。

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　

　　(1) ストック・オプションの内容
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 会社名　 提出会社 提出会社 提出会社

　
平成14年３月15日決議

ストック・オプション

平成15年３月18日決議

ストック・オプション

平成16年３月18日決議

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

代表取締役　　　　　１名

常務取締役　　　　　２名

取締役　　　　　　　８名

執行役員　　　　　　５名

 

当社取締役　　　　　13名

当社監査役　　　　　３名

当社従業員　　 　　128名

子会社取締役　　　　８名

子会社従業員　　　　３名

関連会社取締役　　　３名

関連会社監査役　　　１名

 

当社取締役　　　　　10名

当社監査役　　　　　３名

当社従業員　　 　　150名

当社顧問　　　　　　２名

子会社取締役　　　　８名

子会社従業員　　　　５名

関連会社取締役　　　３名

関連会社監査役　　　１名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　　　350,000株 普通株式　　1,089,000株 普通株式　　1,121,000株 

付与日 平成14年４月18日 平成15年４月15日 平成16年４月８日 

権利確定条件

　被付与者は、新株予約権の

行使時において、当社また

は当社の関係会社の取締

役、監査役、執行役員（当社

の取締役会によって選任さ

れ、業務執行の全部または

一部を行う者を含む。）ま

たは従業員であることを要

する。ただし、当社または当

社の関係会社の取締役、監

査役、執行役員等が任期満

了により退任した場合及び

当社または当社の関係会社

の従業員を定年により退職

した場合は、退任または退

職後であっても新株予約権

を行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

または当社の関係会社の取

締役、監査役または従業員

であることを要する。ただ

し、当社または当社の関係

会社の取締役もしくは監査

役が任期満了により退任し

た場合もしくは従業員が定

年により退職した場合に

は、この限りではない。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

または当社の関係会社の取

締役、監査役もしくは従業

員または当社の顧問の地位

を保有していることを要す

る。ただし、当社または当社

の関係会社の取締役もしく

は監査役が任期満了により

退任した場合もしくは従業

員が定年により退職した場

合には、この限りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
自　平成16年４月１日

至　平成19年３月30日

自　平成17年４月１日

至　平成25年３月15日

自　平成18年４月１日

至　平成21年３月15日
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 会社名　 提出会社 提出会社 提出会社

　

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（中期経営計画に連動するもの）

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（当社従業員等に対するもの）

平成18年３月15日決議

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　９名

当社従業員　　　　　８名

完全子会社代表取締役１名

関連会社代表取締役　１名

当社従業員　　　　 137名

完全子会社取締役　　１名

完全子会社従業員　　５名

関連会社取締役　　　２名

当社従業員　　　　　68名

完全子会社代表取締役１名

完全子会社従業員　　４名

関連会社取締役　　　２名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　　1,380,000株 普通株式　　　424,000株 普通株式　　　366,000株 

 付与日 平成17年４月７日 平成17年４月７日 平成18年４月10日

 権利確定条件

　新株予約権者は、当社第39

期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益

が160億円以上となった場

合に限り、かかる確定日以

降、新株予約権を行使でき

る。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

の取締役もしくは執行役員

または当社取締役会で決定

する重要な子会社等の代表

取締役（以下「当社取締役

等」とする）であり、かつ、

新株予約権発行後、継続し

て当社取締役等の地位にあ

ることを要する。

　新株予約権者が任期満了

により当社取締役等の地位

を退任した場合は、当該退

任した当社取締役等たる新

株予約権者は、当社取締役

等の地位にあった期間に応

じてあらかじめ取締役会が

定める基準により決定する

新株予約権の個数を上限と

して、当該取締役等の退任

時に取締役会が承認する個

数の新株予約権を、退任後

も行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

の従業員または当社の関係

会社の取締役もしくは従業

員であることを要する。た

だし、当社もしくは当社の

関係会社の従業員が定年に

より退職した場合または当

社の関係会社の取締役が任

期満了により退任した場合

には、この限りではない。

　新株予約権者は、当社第39

期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益

が160億円以上となった場

合に限り、かかる確定日以

降、新株予約権を行使でき

る。

 新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

の従業員もしくは取締役ま

たは当社の関係会社の取締

役もしくは従業員であるこ

とを要する。ただし、当社も

しくは当社の関係会社の従

業員が定年により退職した

場合または当社もしくは当

社の関係会社の取締役が任

期満了により退任した場合

には、この限りではない。

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日

自　平成19年４月１日

至　平成22年３月15日

自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日
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 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

取締役　　　    　　　　　　　　     ２名

従業員　　　     　　　　　　　　　　４名

社外協力者　　　　　　　　　　　　　 １名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　 　 　　　　　　　　　　2,000株

付与日 平成19年１月20日

権利確定条件

　本新株予約権者は、新株予約権の行使時において、

当社の取締役または従業員あるいは社外協力者で

あることを要する。ただし、従業員が定年により退

職した場合または当社の取締役が任期満了により

退任した場合にはこの限りではない。本新株予約権

者の相続人は新株予約権を行使できる。その他の本

新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決

定する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間
自　平成22年１月１日

 至　平成28年11月30日 

　（注）株式数に換算して記載しております。

　

　　(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　　 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

　　　株式数に換算して記載しております。

 　　 ①　ストック・オプションの数

 会社名　 提出会社 提出会社 提出会社

　
平成14年３月15日決議

ストック・オプション

平成15年３月18日決議

ストック・オプション

平成16年３月18日決議

ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 － － －

 　付与 － － －

 　失効 － － －

 　権利確定 － － －

 　未確定残 － － －

 権利確定後　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 12,500 551,400 1,025,500

 　権利確定 － － －

 　権利行使 7,500 － －

 　失効 5,000 51,000 111,000

 　未行使残 － 500,400 914,500
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 会社名 　提出会社 提出会社 提出会社

　

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（中期経営計画に連動するもの）

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（当社従業員等に対するもの）

平成18年３月15日決議

ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 1,260,000 393,500 339,000

 　付与 － － －

 　失効 60,000 18,500 39,000

 　権利確定 － － －

 　未確定残 1,200,000 375,000 300,000

 権利確定後　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 － － －

 　権利確定 － 375,000 －

 　権利行使 － － －

 　失効 － 53,500 －

 　未行使残 － 321,500 －

　

 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 2,000

失効 －

権利確定 －

未確定残 2,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －
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 　　 ②　単価情報

 会社名　 提出会社 提出会社 提出会社

　
平成14年３月15日決議

ストック・オプション

平成15年３月18日決議

ストック・オプション

平成16年３月18日決議

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 684 1,090 2,205

行使時平均株価　　　　　（円） 860 － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

　

 会社名　 提出会社 提出会社  提出会社

　

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（中期経営計画に連動するもの）

平成17年３月16日決議

ストック・オプション

（当社従業員等に対するもの）

 平成18年３月15日決議

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,534 1,534 1,924

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

　

 会社名　 株式会社ナビバード

　 平成19年１月10日決議

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 25,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）２
－

 （注）１　会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

　　　 ２　付与時における単位当たりの本源的価値がゼロであるため、記載しておりません。

　

 ３．　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　 　当連結会計年度において付与された連結子会社の株式会社ナビバードのストック・オプションの単価は、未公開

　　 企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値

　　 を算定する基礎となる株式会社ナビバードの株式価値は、純資産法に基づいて算出しております。

　　　 なお、当連結会計年度において当該連結子会社が付与したストック・オプションの本源的価値はゼロでありま

　　 す。
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

パーチェス法適用関係

 （１）企業結合の概要

被取得企業の名称 株式会社オリエンタルダイヤモンド

事業の内容 
ダイヤモンドの裸石の仕入・卸、及びジュエリーの企画・開発・製

造・卸・小売  

企業結合を行なった主な理由

事業譲受により、ルースダイヤモンドの調達・販売、ジュエリー製品の

製造から販売までを一貫で行える体制を整え、ジュエリー事業の強化

を図っていくとともに、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式

会社トレセンテが保有するジュエリーブランドを更に発展させること

により、一層の企業価値の向上が期待できると判断したことによるも

のであります。

企業結合日 平成19年４月１日

企業結合の法的形式 当社子会社による事業譲受

 （２）中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　被取得企業である株式会社オリエンタルダイヤモンドの当中間連結会計期間における業績については、平

成19年３月31日をみなし取得日としておりますので、当中間連結会計期間への業績反映は行っておりませ

ん。但し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

 （３）取得した事業の取得原価及びその内訳

事業譲受に要した額 2,541 百万円

取得に直接要した費用の額 80 百万円 

取得原価 2,621 百万円 

支出した金額については、全て現金で支出しております。

 （４）発生したのれんの金額等

①のれんの金額　　　  　   197  百万円

②発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

③償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却しております。

 （５）企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,699 百万円 

固定資産 726 百万円 

資産計 2,425 百万円 

流動負債 2 百万円 

固定負債  ― 百万円

負債計 2 百万円 

 （６）企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計

算書に及ぼす影響の概算額

  概算額の算定が困難であり試算しておりません。なお、当該注記情報については、監査証明を受けており

ません。

　

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

該当事項はありません。

　

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

１．パーチェス法適用関係

 (1) 企業結合の概要

被取得企業の名称 株式会社オリエンタルダイヤモンド

事業の内容 
ダイヤモンドの裸石の仕入・卸、及びジュエリーの企画・開発・製

造・卸・小売  
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被取得企業の名称 株式会社オリエンタルダイヤモンド

企業結合を行なった主な理由

事業譲受により、ルースダイヤモンドの調達・販売、ジュエリー製品の

製造から販売までを一貫で行える体制を整え、ジュエリー事業の強化

を図っていくとともに、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式

会社トレセンテが保有するジュエリーブランドを更に発展させること

により、一層の企業価値の向上が期待できると判断したことによるも

のであります。

企業結合日 平成19年４月１日

企業結合の法的形式 当社子会社による事業譲受

 (2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　被取得企業である株式会社オリエンタルダイヤモンドの当連結会計年度における業績については、平成19年

３月31日をみなし取得日とし、当該子会社の決算日と連結決算日の差異が３ヶ月を超えないため、当該子会社

の決算日を基礎として連結決算を行っております。但し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行っております。

 (3) 取得した事業の取得原価及びその内訳

事業譲受に要した額 2,541 百万円

取得に直接要した費用の額 80 百万円 

取得原価 2,621 百万円 

支出した金額については、全て現金で支出しております。

 (4) 発生したのれんの金額等

①のれんの金額　　　  　   197  百万円

②発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

③償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却しております。

 (5) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,699 百万円 

固定資産 726 百万円 

資産計 2,425 百万円 

流動負債 2 百万円 

固定負債  ― 百万円

負債計 2 百万円 

 (6) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

　 　影響の概算額

  概算額の算定が困難であり試算しておりません。なお、当該注記情報については、監査証明を受けておりま

せん。
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２．共通支配下の取引等

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要

結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

株式会社ニッセンホールディングス（旧会社名　株式会社ニッセン）

が営んでいた通販事業及び現販事業等

企業結合の法的形式 分社型新設分割

結合後企業の名称 株式会社ニッセン

取引の目的を含む取引の概要

当社は、グループの中期経営ビジョンとして、１人ひとりのお客様が思

い描く理想のライフスタイルを提案する企業グループを目指しており

ます。この目標を達成するために、グループ成長戦略の強化、コーポ

レートガバナンスの強化、マネジメント人材の強化を目的とした純粋

持株会社体制への移行を行うことといたしました。この会社分割によ

り当社が分割前に営んでいた通販事業及び現販事業等を新設分割設立

会社の株式会社ニッセンに承継いたしました。

 (2) 実施した会計処理の概要

　本会社分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成18年12月22

日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

 
通販事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 66,875 11,535 78,411 － 78,411

 (2)セグメント間の内部売上高又は　

振替高
－ － － － －

計 66,875 11,535 78,411 － 78,411

営業費用 62,622 12,113 74,735 1,795 76,530

営業利益又は営業損失（△） 4,253 △577 3,676 △1,795 1,880

営業外損益 △1,663 △138 △1,801 △101 △1,903

経常利益又は経常損失（△） 2,590 △715 1,874 △1,897 △22

　（注）１　事業区分は連結財務諸表提出会社の組織区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1)通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業、通販代行事業及び保険代理店事業

(2)現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,795百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

 
通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 69,281 525 9,841 79,648 － 79,648

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 69,281 525 9,841 79,648 － 79,648

営業費用 65,723 293 10,472 76,489 1,201 77,691

営業利益又は営業損失（△） 3,557 232 △631 3,158 △1,201 1,956

営業外損益 △2,016 946 △118 △1,188 11 △1,176

経常利益又は経常損失（△） 1,541 1,178 △750 1,970 △1,190 779

　（注）１　事業区分は当社グループの組織区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1)通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業等

(2)金融事業……保険代理店事業及び消費者金融事業等

(3)現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,201百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４　事業区分の変更

(1)セグメント区分については、従来、「通販事業」、「現販事業」としておりましたが、当中間連結会計期間よ

り新たな事業区分として「金融事業」を加えた３区分に変更しております。この変更は、「貸金業の規制等

に関する法律等の一部を改正する法律」（平成18年12月20日公布　法律115号）のもと、ニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社の収益基盤を確固たるものとするため当社グループ内の契約条件の一部見直し

を行った結果、金融事業を単独で行う事業体としての性格が高まったことによるものであります。この変更

に伴い、従来の方法と比較して、「通販事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ62百万円、経常利益は1,008

百万円減少し、「金融事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ62百万円、経常利益は1,008百万円増加してお

ります。
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(2)当中間連結会計期間より連結子会社となりましたｎインシュアランスサービス株式会社は、金融事業に区分

しております。

(3)前中間連結会計期間及び前連結会計年度のゼグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区

   分に組替えると次のとおりであります。

　 前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

 
通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 66,787 87 11,535 78,411 － 78,411

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 66,787 87 11,535 78,411 － 78,411

営業費用 62,598 23 12,113 74,735 1,795 76,530

営業利益又は営業損失（△） 4,189 64 △577 3,676 △1,795 1,880

営業外損益 △178 △1,484 △138 △1,801 △101 △1,903

経常利益又は経常損失（△） 4,010 △1,420 △715 1,874 △1,897 △22

　 前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 
通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 130,304 178 22,515 152,997 － 152,997

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 130,304 178 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,079 50 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失（△） 8,224 128 △1,012 7,340 △2,831 4,508

営業外損益 △3,945 △2,225 △283 △6,453 △78 △6,531

経常利益又は経常損失（△） 4,279 △2,097 △1,296 886 △2,909 △2,022

 

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 
通販事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 130,482 22,515 152,997 － 152,997

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 130,482 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,129 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失（△） 8,353 △1,012 7,340 △2,831 4,508

営業外損益 △6,170 △283 △6,453 △78 △6,531

経常利益又は経常損失（△） 2,182 △1,296 886 △2,909 △2,022

　（注）１　事業区分は当社グループの組織区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1)通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業、通販代行事業及び保険代理店事業

(2)現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業

 　　　 ３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,831百万円であり、その主なもの

            は連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）
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　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

１株当たり純資産額      643円38銭

１株当たり中間純損失 　　30円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり中間純損失であ
るため記載しておりません。

１株当たり純資産額      520円57銭

１株当たり中間純損失 　  17円60銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、１株当たり中間純
損失であり、また、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。

１株当たり純資産額      578円23銭

１株当たり当期純損失 　　53円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりません。

（注）　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
　

前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度末
（平成19年12月20日）

中間連結貸借対照表及び連結貸借対照

表の純資産の部の合計額
      39,151百万円 31,678百万円       35,186百万円

中間連結貸借対照表及び連結貸借対照

表の純資産の部の合計額と１株当たり

純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る中間連結会計期間末及び連結会

計年度末の純資産額との差額

  18百万円 16百万円   16百万円

（うち少数株主持分） （18百万円） （16百万円） （16百万円）

普通株式に係る純資産額       39,133百万円 31,662百万円       35,169百万円

普通株式の発行済株式数  63,416,332株     63,416,332株         63,416,332株

普通株式の自己株式数     2,592,316株    2,593,897株          2,593,385株

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数
60,824,016株   60,822,435株        60,822,947株

　    ２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎　

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日)

１株当たり中間（当期）純損失    

中間（当期）純損失      1,742百万円 1,070百万円       3,144百万円

普通株主に帰属しない額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失      1,742百万円  1,070百万円       3,144百万円

普通株式の期中平均株式数  57,769,600株  60,822,698株        59,300,666株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

33,994個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個）

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

32,249個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個） 

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

32,364個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

──────

　
　

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

（自己株式の取得について）

  　当社は、平成20年７月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

　法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

１　自己株式の取得を行う理由　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するため

２　取得に係る事項の内容

　(1) 取得対象株式の種類　　当社普通株式

　(2) 取得しうる株式の総数　40万株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.66％）

　(3) 株式の取得価額の総額　３億円（上限）

　(4) 取得期間　　　　　    平成20年７月８日～平成20年８月29日

  (5) 取得の方法　　　　　　大阪証券取引所における市場買付

      　なお、平成20年７月８日から平成20年８月29日にかけて大阪証券取引所において買受けた自己株式は、普通

　　　株式32,500株、取得価額の総額14,533,900円であります。

　

（子会社の一部事業の営業終了について）

　　当社は平成20年９月５日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する

　催事販売事業について、平成20年12月20日をもって営業を終了することを決議いたしました。

１　営業を終了する事業の内容及び営業を終了する理由

　　　当社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する宝飾品・呉服商品等の催事販売については、呉服

　　過量販売問題や信販会社の過剰与信問題による業界全体の信用低下、呉服市場の規模縮小などの厳しい事業環境

　　に直面しながらも、営業エリアの見直しや人員規模の適正化などの事業再構築とともに、従業員に対するコンプ

　　ライアンス教育の徹底などを行い、事業に対する信頼の回復と黒字化の目途が立つ状態にまで改善を進めてまい

　　りました。

　　　しかしながら、平成20年７月には同業他社に対して特定商取引法第８条第１項に基づく行政処分等が発生した

　　ことなどにより、事業環境が急速に悪化する情勢となりました。

　　　こうした状況を受けて、当該事業の将来の事業継続の可否について検討を行った結果、事業の収益性の維持並

　　びに中長期の成長が困難であるとの判断から、当該事業の営業を終了するという結論に達しました。

２　営業を終了する事業の規模

　　　平成19年12月期 売上高15,335 百万円 営業損失1,242 百万円

３　営業を終了する時期

　　　株式会社ニッセンプレミアムが運営する催事販売事業については、平成20年９月20日をもって主要な営業を中

　　止するとともに平成20年12月20日までに全店舗の閉鎖を伴う営業の終了を予定しております。

４　営業の終了による事業への影響について

　　　催事販売事業の営業の終了の決定に伴い、人員規模の適正化や店舗の閉鎖等を進めておりますが、半期報告書

　　提出日現在において実施規模や影響額については確定しておりません。

　

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

──────
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  12,345   1,436   752   

２　受取手形  1,478   －   －   

３　売掛金  11,752   －   －   

４　商品  12,328   －   －   

５　前払費用  4,551   －   －   

６  関係会社短期貸付
金

 －   2,105   1,992   

７　未収入金  4,814   －   106   

８　関係会社未収入金  7,636   561   579   

９　為替予約  6,537   －   －   

10　その他  3,320   265   791   

貸倒引当金  △574   △154   △251   

流動資産合計   64,190 79.0  4,213 10.4  3,971 9.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物
※１
　

1,169   950   980   

(2）土地  1,768   1,768   1,768   

(3）その他
※１
　

1,683   1,981   2,095   

計  4,621   4,699   4,844   

２　無形固定資産  578   241   270   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券
※２

　
6,650   2,289   2,198   

(2) 関係会社株式  －   21,861   21,788   

(3) 関係会社長期貸付
金

 －   4,567   7,362   

(4) 繰延税金資産  －   2,491   2,525   

(5）その他  5,672   348   362   

貸倒引当金  △486   △198   △83   

計  11,836   31,360   34,154   

固定資産合計   17,036 21.0  36,301 89.6  39,269 90.8

資産合計   81,227 100.0  40,514 100.0  43,240 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  10,044   7   7   

２　買掛金  12,093   －   －   

３　短期借入金

※２
　
※５
　

2,383   2,370   2,293   

４　未払金  7,771   636   1,012   

５　未払法人税等  1,117   39   －   

６　返品調整引当金 　 545   －   －   

７　返品破損引当金 　 126   －   －   

８　利息返還補償引当金 　 242   －   －   

９　その他
※４
　

4,701   84   814   

流動負債合計   39,025 48.1  3,138 7.7  4,127 9.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金
※５
　

3,340   1,680   2,510   

２　退職給付引当金  149   －   －   

３　その他  684   －   －   

固定負債合計   4,174 5.1  1,680 4.2  2,510 5.8

負債合計   43,199 53.2  4,818 11.9  6,637 15.3

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   11,218 13.8  11,218 27.7  11,218 26.0

　２　資本剰余金           

　(1) 資本準備金  11,260   11,260   11,260   

資本剰余金合計   11,260 13.9  11,260 27.8  11,260 26.1

　３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  256   256   256   

　　(2) その他利益剰余金           

　　　別途積立金  17,300   16,509   17,300   

　　  繰越利益剰余金  △139   △522   △376   

利益剰余金合計   17,416 21.4  16,244 40.1  17,180 39.7

　４　自己株式   △3,281 △4.0  △3,282 △8.1  △3,282 △7.6

株主資本合計   36,613 45.1  35,439 87.5  36,376 84.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　その他有価証券評価
差額金

  417 0.5  256 0.6  226 0.5

　２　繰延ヘッジ損益   996 1.2  － －  － －

評価・換算差額等合
計

  1,413 1.7  256 0.6  226 0.5

純資産合計   38,027 46.8  35,696 88.1  36,603 84.7

負債純資産合計   81,227 100.0  40,514 100.0  43,240 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

　(自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日)

当中間会計期間
　(自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日)

前事業年度の要約損益計算書
　(自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  76,879 100.0  2,334 100.0  79,564 100.0

Ⅱ　売上原価 　  34,513 44.9  1,461 62.6  36,036 45.3

売上総利益 　  42,365 55.1  872 37.4  43,527 54.7

    　返品調整引当金繰入
額

　  545 0.7  － －  545 0.7

　　　返品調整引当金戻入額 　  △556 △0.7  － －  △556 △0.7

差引売上総利益 　  42,376 55.1  872 37.4  43,538 54.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  40,407 52.5  949 40.7  41,237 51.8

営業利益又は営業
損失(△)

　  1,969 2.6  △76 △3.3  2,301 2.9

Ⅳ　営業外収益
※１
　

 1,286 1.7  82 3.5  1,404 1.8

Ⅴ　営業外費用
※２
　

 1,903 2.5  81 3.5  2,031 2.6

経常利益又は経常
損失(△)

　  1,352 1.8  △76 △3.3  1,674 2.1

Ⅵ　特別利益
※３
　

 35 0.1  0 0.0  103 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  1,728 2.3  1 0.0  1,835 2.3

税引前中間
(当期)純損失

　  340 △0.4  77 △3.3  56 △0.1

法人税、住民税及び
事業税

　 1,093   40   842   

法人税等調整額 　 △987 106 0.2 27 68 2.9 △824 18 0.0

中間（当期）純損
失

　  447 △0.6  145 △6.2  75 △0.1
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

 

株主資本

資本金
 （百万円）

 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月20日

残高
7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

中間会計期間中の

変動額
         

新株の発行 3,552 3,552 3,552 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △517 △517 － △517

中間純損失 － － － － － △447 △447 － △447

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － － △4 △4 9 5

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変

動額合計
3,552 3,552 3,552 － － △968 △968 9 6,146

平成19年６月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △139 17,416 △3,281 36,613

 

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券
評価差額金
 （百万円）

繰延ヘッジ損益
 
　（百万円）

評価・換算差額
等合計
　（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 － － － 7,105

剰余金の配当 － － － △517

中間純損失 － － － △447

自己株式の取得 － － － △0

自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△30 488 458 458

中間会計期間中の変動額合計 △30 488 458 6,604

平成19年６月20日　残高 417 996 1,413 38,027

当中間会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

 

株主資本

資本金
 （百万円）

 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年12月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

中間会計期間中の

変動額
         

剰余金の配当 － － － － － △790 △790 － △790

中間純損失 － － － － － △145 △145 － △145
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株主資本

資本金
 （百万円）

 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

別途積立金の取崩 － － － － △790 790 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変

動額合計
－ － － － △790 △145 △936 △0 △936

平成20年６月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 16,509 △522 16,244 △3,282 35,439

 

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券
評価差額金
 （百万円）

評価・換算差額
等合計
　（百万円）

平成19年12月20日　残高 226 226 36,603

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △790

中間純損失 － － △145

別途積立金の取崩 － － －

自己株式の取得 － － △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
29 29 29

中間会計期間中の変動額合計 29 29 △906

平成20年６月20日　残高 256 256 35,696

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 

株主資本

資本金
 （百万円）

 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月20日　

残高
7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

事業年度中の変動額          

新株の発行 3,552 3,552 3,552 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △1,125 △1,125 － △1,125

当期純損失 － － － － － △75 △75 － △75

自己株式の取得 － － － － － － － △1 △1

自己株式の処分 － － － － － △4 △4 9 5

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額

合計
3,552 3,552 3,552 － － △1,205 △1,205 8 5,908

平成19年12月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376
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評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券
評価差額金
 （百万円）

繰延ヘッジ損益
 
　（百万円）

評価・換算差額
等合計
　（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 7,105

剰余金の配当 － － － △1,125

当期純損失 － － － △75

自己株式の取得 － － － △1

自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△221 △507 △728 △728

事業年度中の変動額合計 △221 △507 △728 5,180

平成19年12月20日　残高 226 － 226 36,603

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

半期報告書

67/89



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

   

(2）デリバティブ 

　　　 時価法 

(2）　   ──────  (2）デリバティブ 

　　　 時価法 

   

(3）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

(3）　   ────── (3）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

　 　 　

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定額法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

定額法

　

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定率法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

定率法

　

その他

同左

その他

同左

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

同左 　　　　　 同左

建物 ２～49年   
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前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

────── （追加情報）　　

　当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。この

結果、損益に与える影響は軽微

であります。 

──────

　 　 　

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いております。

　

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法

　株式交付費

  支出時に全額費用として処

理しております。 

 

３　       ──────

 

３　繰延資産の処理方法  

　   　株式交付費

  支出時に全額費用として処

理しております。 

 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性等を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。

　

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

  当中間会計期間末に予想さ

れる返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基

づく返品損失見込額を計上し

ております。

　

(2）　   ──────

　

(2）返品調整引当金

　当事業年度末に予想される

返品による損失に備えるた

め、過去の返品実績率に基づ

く返品損失見込額を計上して

おります。
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前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

(3）返品破損引当金

  当中間会計期間末に予想さ

れる返品商品の破損又は廃棄

による損失に備えるため、過

去の破損又は廃棄の実績に基

づく返品商品の損失見込額を

計上しております。

　

(3）　   ──────

　

(3) 返品破損引当金 

  当事業年度末に予想される

返品商品の破損又は廃棄によ

る損失に備えるため、過去の

破損又は廃棄の実績に基づく

返品商品の損失見込額を計上

しております。

(4）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）

の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

　

(4）　   ──────

　

(4）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）

の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当事

業年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

(5）利息返還補償引当金

  将来の利息返還補償の発生

に備えるため、当中間会計期

間末における返還補償見込額

を計上しております。

　これは、平成12年７月14日

に、当社がニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社に

対してクレジット・サービス

部門の営業を譲渡した際の営

業譲渡契約に基づく、当社が

負うべき営業譲渡債権に対す

る利息返還責任に伴う補償の

支払に備えるためのものであ

ります。

　

(5）　   ──────

　 

(5) 利息返還補償引当金

  将来の利息返還補償の発生に

備えるため、当事業年度末にお

ける返還補償見込額を計上して

おります。

　これは、平成12年７月14日に、

当社がニッセン・ジー・イー・

クレジット株式会社に対してク

レジット・サービス部門の営業

を譲渡した際の営業譲渡契約に

基づく、当社が負うべき営業譲

渡債権に対する利息返還責任に

伴う補償の支払に備えるための

ものであります。

 

５　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

　

５　リース取引の処理方法

同左

５　リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす

為替予約等については、振当

処理を採用しております。

　

６　  　　 ────── ６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす

為替予約等については、振当

処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約等取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務

　

　 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約等取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制

に基づき、為替リスクをヘッ

ジする目的で先物為替予約等

を行っております。

　

　 (3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制

に基づき、為替リスクをヘッ

ジする目的で先物為替予約等

を行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により行っております。

　なお、当中間会計期間末にお

いては高い相関関係にあり、

ヘッジは有効と判断しており

ます。

　

　 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により行っております。

　なお、当事業年度末において

は高い相関関係にあり、ヘッ

ジは有効と判断しておりま

す。

７　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

　

７　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左

７　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

（有形固定資産の減価償却方法）

　当中間会計期間より、法人税法の改

正（(所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上してお

ります。この結果、損益に与える影響

は軽微であります。 

　

────── （有形固定資産の減価償却方法）

　当事業年度より、法人税法の改正（

(所得税法等の一部を改正する法律　平

成19年３月30日　法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83号)）に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法

人税法に規定する減価償却方法によ

り減価償却費を計上しております。こ

の結果、損益に与える影響は軽微であ

ります。 

（企業結合に係る会計基準等）

　当中間会計期間より「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会　平成15

年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準第７号)

並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第10号)を適用

しております。

　

────── （企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度より「企業結合に係る会

計基準」(企業会計審議会　平成15年10

月31日)及び「事業分離等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会　平成17

年12月27日　企業会計基準第７号)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企業

会計基準適用指針第10号)を適用して

おります。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

（中間貸借対照表） 

 「関係会社未収入金」は、前中間会計期間まで、流動資

産の「未収入金」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社未収入金」の金

額は6,947百万円であります。

　

（中間貸借対照表） 

　前中間会計期間までは独立掲記していた「前払費用」

（当中間会計期間末の残高は97百万円）は、金額的重要

性が低くなったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。　　　　　　

 「為替予約」は、前中間会計期間まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「為替予約」の金額は

2,642百万円であります。

　

　前中間会計期間までは独立掲記していた「未収入金」

（当中間会計期間末の残高は19百万円）は、金額的重要

性が低くなったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。　　　　　　　

　前中間会計期間までは独立掲記していた「長期貸付

金」（当中間会計期間末の残高は2,464百万円）は、金額

的重要性が低くなったため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示することにいたしました。

　「関係会社短期貸付金」は、前中間会計期間まで、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」の

金額は316百万円であります。　　　　　　

　

 　「関係会社長期貸付金」は、前中間会計期間まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社長期貸付金」の

金額は2,460百万円であります。　　　　　　

　

 　「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、投資その他

の資産の「投資有価証券」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は

5,251百万円であります。　　　　　　
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度末
（平成19年12月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 4,203百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 3,694百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 3,536百万円

 ※２　　　　　──────　

　

 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

　投資有価証券

 342百万円

担保付債務

　短期借入金

 500百万円

 ※２　　　　　　──────　

　３　保証債務 　３　保証債務 　３　保証債務

当社従業員の金融機関からの借入に対

する保証予約

 77百万円

当社グループ従業員の金融機関からの

借入に対する保証予約

 53百万円

当社グループ従業員の金融機関からの

借入に対する保証予約

 61百万円

 下記連結子会社と金融機関との取引に

係る債務保証

　スパーク・エー　

　ス・リミテッド

430百万円

　株式会社ニッセン 1,172百万円

下記連結子会社と金融機関との取引に

係る債務保証

　スパーク・エー　　

　ス・リミテッド

558百万円

　株式会社ニッセン 100百万円

 下記連結子会社の支払債務に対する債

務保証

　株式会社ニッセン 5,216百万円

下記連結子会社の支払債務に対する債

務保証

　株式会社ニッセン 5,540百万円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表示

しております。

　

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　   　　──────　
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前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度末
（平成19年12月20日）

※５　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関12社と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 10,000百万円

※５　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関12社と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,150百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,150百万円

※５　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関12社と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,150百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,150百万円

　

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

　

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,150百万円

　

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

　

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,150百万円

　

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

　

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

為替予約等評価益 1,009百万円

手数料収入 97百万円

受取利息 27百万円

受取利息 46百万円

受取配当金 13百万円

手数料収入 3百万円

為替予約等評価益 1,009百万円

手数料収入 99百万円

受取利息 87百万円

受取配当金 55百万円

   

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

商品評価損 1,457百万円

株式交付費償却 37百万円

支払利息 30百万円

返品破損引当金繰入額 5百万円

利息返還補償引当金繰
入額

3百万円

   

支払利息 24百万円

貸倒引当金繰入額 16百万円

   

商品評価損 1,457百万円

貸倒引当金繰入額 328百万円

支払利息 59百万円

株式交付費償却 37百万円

返品破損引当金繰入額 5百万円

利息返還補償引当金繰
入額

3百万円

   

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの 

投資有価証券売却益 35百万円 固定資産売却益 0百万円 投資有価証券売却益 103百万円

   

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損   

無形固定資産 84百万円

建物及び構築物 45百万円

その他 5百万円

計 135百万円

投資有価証券評価損 1百万円 固定資産除却損   

無形固定資産 84百万円

建物及び構築物 47百万円

その他 5百万円

計 137百万円

事業再構築損失

(現販事業に係るもの)

  

店舗統廃合に係る費用 1,025百万円

(うち不採算拠点の減損損失 192百万円)

希望退職に伴う特別退職金・

再就職支援費用等
484百万円

計 1,509百万円

 事業再構築損失

(現販事業に係るもの)

  

店舗統廃合に係る費用 1,025百万円

希望退職に伴う特別退職金・

再就職支援費用等
484百万円

計 1,509百万円

関係会社株式評価損 47百万円

投資有価証券評価損 27百万円

固定資産売却損 7百万円

 関係会社株式評価損 90百万円

投資有価証券評価損 78百万円

固定資産売却損 7百万円

   

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 250百万円

無形固定資産 58百万円

有形固定資産 162百万円

無形固定資産 29百万円

有形固定資産 474百万円

無形固定資産 77百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　前中間会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

 自己株式　

　 普通株式　(注）１,２
　2,599,312株 　504株 　7,500株 　　2,592,316株

 　　合　計 　　2,599,312株 　504株 　7,500株 　2,592,316株

 　　(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加504株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であ

　　　　　 　ります。

 　当中間会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

 自己株式　

　 普通株式　(注）
2,593,385株 512株 　－株 2,593,897株

 　　合　計 2,593,385株 512株 　－株 2,593,897株

 　　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加512株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 自己株式　

　 普通株式　(注）１,２
　2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株

 　　合　計 2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株

 　　(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,573株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少で

　　　　　　 あります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

①借手側

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

  
取得価額相
当額
(百万円)

 
減価償却累
計額相当額
(百万円)

 
中間期末残
高相当額
(百万円)

工具器具及び備品  217 142 74

ソフトウェア  31 30 0

合計  248 172 75

  
取得価額相
当額
(百万円)

 
減価償却累
計額相当額
(百万円)

 
中間期末残
高相当額
(百万円)

工具器具及び備品  5 2 3

合計  5 2 3

　なお、上記金額には転貸リース取引に係る

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末残高相当額が含まれて

おりません。

　該当事項はありません。

２　未経過リース料中間期末残高相当額 ２　未経過リース料中間期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 43百万円

１年超 34百万円

計 77百万円

１年以内 17百万円

１年超 4百万円

計 22百万円

　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る

未経過リース料中間期末残高相当額が含まれ

ております。

　該当事項はありません。

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 34百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払利息相当額 0百万円

　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額が含まれておりません。

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 33百万円

支払利息相当額 1百万円

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法　

減価償却費相当額の算定方法　

 同左

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

利息相当額の算定方法　

  同左

利息相当額の算定方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

──────  ②貸手側

　未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 16百万円

１年超 2百万円

計 19百万円

　上記金額は全て転貸リース取引に係る貸手

側の未経過リース料中間期末残高相当額であ

ります。

　なお、当該転貸リース取引は同一の条件で連

結子会社にリースしており、同額の残高が上

記借手側の未経過リース料中間期末残高相当

額に含まれております。

 

──────

    (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

    (減損損失について）

 同左

    (減損損失について）

 同左

（有価証券関係）

（前中間会計期間末）（平成19年６月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

（当中間会計期間末）（平成20年６月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

（前事業年度末）（平成19年12月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

前中間会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　    当社は平成19年６月21日に通販事業、現販事業等を分割し、新設の株式会社ニッセンに承継させるとともに、自

　　らは純粋持株会社に移行いたしました。

　　　なお、詳細については、連結財務諸表における「企業結合等関係」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

１株当たり純資産額      625円21銭

１株当たり中間純損失　  　7円74銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり中間純損失であ
るため記載しておりません。

１株当たり純資産額    586円  90銭

１株当たり中間純損失　  2円　40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、１株当たり中間純
損失であり、また、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。

１株当たり純資産額    601円  80銭

１株当たり当期純損失　  1円　27銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりません。

 （注）　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
　

前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度
（平成19年12月20日）

中間貸借対照表及び貸借対照表の純資

産の部の合計額
      38,027百万円 35,696百万円 36,603百万円

中間貸借対照表及び貸借対照表の純資

産の部の合計額と１株当たり純資産額

の算定に用いられた普通株式に係る中

間会計期間末及び事業年度末の純資産

額との差額

－ －　 　－

普通株式に係る純資産額        38,027百万円 35,696百万円 36,603百万円

普通株式の発行済株式数    63,416,332株 63,416,332株 63,416,332株

普通株式の自己株式数          2,592,316株 2,593,897株 2,593,385株

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数
     60,824,016株 60,822,435株 60,822,947株

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎　

 
前中間会計期間

(自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日)

前事業年度
(自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日)

１株当たり中間（当期）純損失    

中間（当期）純損失      447百万円 145百万円 75百万円

普通株主に帰属しない額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失        447百万円 145百万円 75百万円

普通株式の期中平均株式数   57,769,600株 60,822,698株 59,300,666株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権５種類

（新株予約権の数

33,994個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。

新株予約権５種類

（新株予約権の数

32,249個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。

新株予約権５種類

（新株予約権の数

32,364個）
概要は、「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等
の状況」に記載のとお

りであります。
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（重要な後発事象）

　前中間会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

（共通支配下の取引等）

　当社は、平成19年３月14日開催の定時株主総会において新設分割計画の承認を受け、平成19年６月21日をもって純粋

持株会社となり、通販事業、現販事業及びその他当社が営む全ての事業を、新設分割により、当社100％子会社である株

式会社ニッセン（新設会社）に承継いたしました。

　また、同日、当社は商号を「株式会社ニッセンホールディングス」に変更いたしました。

１　統合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要 

（１）　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

　通販事業、現販事業及びその他当社が営むすべての事業

（２）　企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

　当社を分割会社とし、新たに設立する株式会社ニッセンを新設会社とする分社型の新設分割

（３）　会社分割の目的

　当社は現在、将来に向けてグループ企業価値を継続的に高めていくためには、今後、抜本的な損益構造改

革及び事業構造改革を推進していくことが必要不可欠との判断から、現販事業における収益構造改革の実

行、将来に向けた成長戦略プランの推進、グループ経営におけるガバナンスの強化を柱とするグループ経

営改革の骨子を策定し、具体的アクションプランの実施に取り組んでおります。

　将来に向けた成長戦略プランの推進においては、既存事業の再編・強化に加え、本業強化型Ｍ＆Ａの推進

による中長期的なグループポートフォリオの組み換えを視野に入れた検討を行っており、こうした成長戦

略をより機動的に実現することができる体制を構築するために、純粋持株会社体制に移行することが最適

であるとの結論に達しました。

　純粋持株会社体制へ移行することにより、当社は持株会社として、グループ成長戦略の立案、グループ

ポートフォリオの設計とＭ＆Ａ等による新規事業開発、グループ経営執行の監督に機能を特化し、グルー

プ価値の更なる向上に努めてまいります。また、持株会社傘下の中核事業会社となる新設会社（株式会社

ニッセン）は、専ら自らの事業執行に専念し、既存の通販事業及び現販事業における確実な収益構造改革

の実現を目指してまいります。

（４）　会社分割取引の概要

　当社は平成19年６月21日に会社分割を行い持株会社へ移行いたしました。この会社分割により、通販事

業、現販事業及びその他当社が営むすべての事業を新設分割会社の株式会社ニッセンに承継いたしまし

た。

２　実施した会計処理の概要

　本新設分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、共通

支配下の取引として会計処理を行っております。

３　新設分割設立会社が承継した資産・負債の状況及び資本金・事業の内容 

株式会社ニッセン（資本金100百万円、通販事業・現販事業）

流動資産 52,738百万円

固定資産 2,293百万円

資産合計 55,031百万円

流動負債 34,002百万円

固定負債 836百万円

負債合計 34,839百万円

資本金 100百万円

資本剰余金 19,096百万円

繰延ヘッジ損益 996百万円

純資産合計 20,192百万円
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　当中間会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

（自己株式の取得について）

  　当社は、平成20年７月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

　法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

１　自己株式の取得を行う理由　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するため

２　取得に係る事項の内容

　(1) 取得対象株式の種類　　当社普通株式

　(2) 取得しうる株式の総数　40万株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.66％）

　(3) 株式の取得価額の総額　３億円（上限）

　(4) 取得期間　　　　　    平成20年７月８日～平成20年８月29日

  (5) 取得の方法　　　　　　大阪証券取引所における市場買付

      　なお、平成20年７月８日から平成20年８月29日にかけて大阪証券取引所において買受けた自己株式は、普通

　　　株式32,500株、取得価額の総額14,533,900円であります。

 

（子会社の一部事業の営業終了について）

　　当社は平成20年９月５日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する

　催事販売事業について、平成20年12月20日をもって営業を終了することを決議いたしました。

１　営業を終了する事業の内容及び営業を終了する理由

　　　当社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する宝飾品・呉服商品等の催事販売については、呉服

　　過量販売問題や信販会社の過剰与信問題による業界全体の信用低下、呉服市場の規模縮小などの厳しい事業環境

　　に直面しながらも、営業エリアの見直しや人員規模の適正化などの事業再構築とともに、従業員に対するコンプ

　　ライアンス教育の徹底などを行い、事業に対する信頼の回復と黒字化の目途が立つ状態にまで改善を進めてまい

　　りました。

　　　しかしながら、平成20年７月には同業他社に対して特定商取引法第８条第１項に基づく行政処分等が発生した

　　ことなどにより、事業環境が急速に悪化する情勢となりました。

　　　こうした状況を受けて、当該事業の将来の事業継続の可否について検討を行った結果、事業の収益性の維持並

　　びに中長期の成長が困難であるとの判断から、当該事業の営業を終了するという結論に達しました。

２　営業を終了する事業の規模

　　　平成19年12月期 売上高15,335 百万円 営業損失1,242 百万円

３　営業を終了する時期

　　　株式会社ニッセンプレミアムが運営する催事販売事業については、平成20年９月20日をもって主要な営業を中

　　止するとともに平成20年12月20日までに全店舗の閉鎖を伴う営業の終了を予定しております。

４　営業の終了による事業への影響について

　　　催事販売事業の営業の終了の決定に伴い、人員規模の適正化や店舗の閉鎖等を進めておりますが、半期報告書

　　提出日現在において実施規模や影響額については確定しておりません。

　

　前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

──────
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（２）【その他】

　第39期(平成19年12月21日から平成20年12月20日まで)中間配当については、平成20年７月28日開催の取締役会に

おいて、平成20年６月20日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

    　    ①中間配当金の総額 699,458,002円

 　　   　②１株当たり中間配当金      11円50銭

 　　   　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成20年９月９日
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）自己株券買付状況報告書

平成20年１月７日、平成20年２月１日、平成20年３月３日、平成20年４月１日、平成20年５月７日、平成20年６月２日、

平成20年７月１日、平成20年８月４日、平成20年９月５日関東財務局長に提出。

(2）臨時報告書

平成20年８月４日関東財務局長に提出 

金融証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）

に基づく臨時報告書であります。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第38期）　（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

平成20年３月19日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年９月13日

株式会社ニッセンホールディングス   

 取締役会　御中 　  

 新日本監査法人  

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 川島　育也　　印

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　敏宏　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ニッセンホールディングス（旧会社名　株式会社ニッセン）の平成18年12月21日から平成19年12月20日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成18年12月21日から平成19年６月20日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ニッセンホールディングス及び連結子会社の平成19年６月20日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成18年12月21日から平成19年６月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年９月18日

株式会社ニッセンホールディングス   

 取締役会　御中 　  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　敏宏　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成19年12月21日から平成20年12月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年12月21日から平成20年６月20日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ニッセンホールディングス及び連結子会社の平成20年６月20日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成19年12月21日から平成20年６月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

１．重要な後発事象に、会社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する催事販売事業について、平成20年12

　　月20日をもって営業を終了する旨の記載がある。

２．セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」（注）４に記載のとおり、会社は中間連結会計期間より事業区分

　　の変更を行っている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年９月13日

株式会社ニッセンホールディングス   

 取締役会　御中   

 新日本監査法人  

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 川島　育也　　印

 
指 定　社 員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　敏宏　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ニッセンホールディングス（旧会社名　株式会社ニッセン）の平成18年12月21日から平成19年12月20日までの第38期事業

年度の中間会計期間（平成18年12月21日から平成19年６月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ニッセンホールディングスの平成19年６月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年12月21日から平成19年６月20日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

（追記情報）

　重要な後発事象に、会社分割による純粋持株会社体制への移行に関する事項の記載がある。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年９月18日

株式会社ニッセンホールディングス   

 取締役会　御中   

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　敏宏　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成19年12月21日から平成20年12月20日までの第39期事業年度の中間会計期間（平

成19年12月21日から平成20年６月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ニッセンホールディングスの平成20年６月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19

年12月21日から平成20年６月20日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に、会社の子会社である株式会社ニッセンプレミアムが運営する催事販売事業について、平成20年12月

20日をもって営業を終了する旨の記載がある。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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